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す
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梧
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す
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仁
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す
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茂
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亡
、
何
十
什
様
、
白
川
門
持
、
囚
務
品
問
求
降
、
参
政
権
に
J

立
到
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
っ

一
一
条
の

「
田
氏
は
、
個
人
く
し
て
尊
重
さ
れ
る
ぐ
い
う
規
定
は
、
回
目
が
「
独
自
の
ー
ν場
に
お
い
亡
、
人
制
乙
し
て
の
存
在
中
、
認
め
ら
れ
、

臼
家
に
対
｝
ノ
て
、
”
で
の
存
在
を
？
張
LMhじるい

る
」
ー
も
の
で
あ
）
、
ご
れ
を
「
存

ι政
い
と
い
う
。
存
在
住
山
は
人
判
の
＃
在

の
小
川
容
乙
成
っ
て
お
り
、
ー
生
命
中
一
妥

L
、ム
1
巾
を
併
し
、
ん
平
総
lpι

氾
恭
一
q
J
る
、
で
／
一
ー
が
人
山
口
い
し
打
ム
存
の
九
百
と
あ
り
、

こ
れ
ら
の
意

欲」
U
Y

有
し
、
こ
れ
を
↓
天
羽
ず
る
工
と
を
、

Z
Rに
刻
L
て
主
張
「
る
i

権
列
が
行
い
存
権
で
zめ
る
／
｝
ず
る
u

再
出
権
に
は
、

、
当
、
一

ム
ノ
前

υ

円
、

と
こ
ろ
に
悦
て
、

ぃt
ろしい
q
λ
J
の
不
将
’
必
の
行
動
士
九
州
寸
一

絞
り
町
内
山
権
2
、
「
人
か
戎
る
引
｛
て
の
行
引
を
、
そ
の
怠
欲

旬、プ、 j

J 一

1！メ人民半、 Gi ＇スl日l 日1'201() ~ , 



r日

す
る
と
こ
ろ
い
悦
て
お
「
」
個
別
白
白
権
市
’
あ
り
、
有
利
維
の
川
容
と
、
二
L

の
白
凶
に
対
す
る
川
氏
の
権
利
に
い
う
「
白
市
は
、

J、
円問

一
般
的
自
日
を
お
λ
J
と
い
う
υ

こ
の
一
般
的

μ
ー
は
、
「
個
々
の
場
作
に
、
個
別
的
自
白
ど
司
〆
て
労
相
山
」
1
J
司令
j

も
の
で
あ
る
か
ら
、
点
る

一
般
的
目
白
の
門
に
ふ
く
ま
れ
て
存
ず
る
こ
い
う
の
で
あ
る
わ

れ
た
の
口
市
に
つ
い
て
判
培

J
M定
が
な
い
な
ら
ば
、

－h

来
に
ヨ
ハ
体
的
権
川
一
性
J

／
一
認
め
る
活
引
同
町
J

形
成
さ
れ
る
、
｝
と
に
な
る
。
そ
の
晴
天
と
な
コ
り
ん
の
が
、
誼
谷
容
汀
博

i
の

説

あの

精
()-

1ミ与

は

－
今
一
山
・
平
品
追
求
惇
』
は
、
一
弘
パ
も
は
n
＼
徐
一

一
条
川
段
の
習
俳
人
の
尊
重
」
山
市
川
乙
不
吋

分
で
J

め
り
、
？
亡
、
れ
ん
λ

江
河
作
現
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
7

し
の
ご
と
の
放
に
、
マ
て
れ
は
、
権
利
と
し
て
乃
一
連
立
す
欠
う
こ
と
に
は

k
ら
な
レ

と
工
つ
：
パ
川
ん
叩

h
H
巾
・
宇
和
叫
氾
い
ぶ
り
礁
は
、
一
そ
れ
じ
と
い
一
つ
の
権
刊
い
と
し
て
の
主
治
を
も
っ

J
G
の
で
占
｛
り
る
と
す
る
じ
王
た

極
ハ
ム
ィ
い
叫
士
は
、
一
牛
ム
叩
戸
出
・
幸
町
川
迫
求
松
守
小
一
｝
一
抗
…
誌
に
上
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
と
は
い
る
が
、

そ
の
こ
と
に

I
〉

し
む
権
利
と
し
て
心
性
情
乞
失
う
も
の
で
は
な
い

生

口
庄

千品
ュE
4乞
梧

二コ、
f」
ふ

d

b
ず

L
V
（

と
い
う
心
で
み
る
そ
し
て

「
人
俗
的
牛
J

古
れ
必
要
な
花
利
」
に
限
定
さ
れ
、
ま
た
、
皮
肉
扶
、
的
－

u
f会
的
行
為
に
封
ず
る
制
約
、
制
人
の
桧
訓
刊
に
よ
る
制
約
、

公
共
の
料
必
に
よ
る
制
約
J

ど
そ
げ
る
し
仁
す
る
勺
」
心
存
円
八
H
説
は
、
甘
い
明
正
の
通
vf況
の
比
一
慌
を
構
築

rる
」
レ
」
に

人
格
的
自
律
権
説

だ
の
も
と
で
保
障
さ
れ
る
権
引
の
純
凶
J

乞
め
ぐ
っ
し
、
？
託
は
対
立
、
）

C
レ
ゐ
し
学

一
般
的
河
田
裕
説
に
二
分
び
れ
て
お
り
、
証
持
、
松
井
教
於
の
プ
ロ
セ
ス
的
権
利
口
市
「
ソ
ム
「
い
い
だ
？
張
さ
れ

て
い
る
」
口
、
i

で
は
、
こ
の
二
つ
の
学
説
を
検
討
す
る
こ
ζ

に
す
る
。

一
ぷ
ざ
い
円
〈
体
的
権
利
吉
認
め
る
場
合

一
品
は
、
人
格
的
p

汁
作
権
前
・

一
条
に
門
r
体
的
権
利
忙
を
認
め
る
羽
在
日
学
一
訟
に
お
い
て
、
肢
も
有
力
な
『
J

乱
と
し
て
v
Tげ
ら
れ
る
の
が
入
品
情
的
斗
作
悼
説
で
あ

る
口
人
情
的

d
r
r他
誌
の
代
表
的
A
M
者
は
、
件
蒸
宇
治
博
上
で
あ
る
u

佐
漆
博
j
は、

一
一
条
が
列
挙
六
れ
て
い
な
ぷ
出
刊
の
保
障
の

ウ
尚
一
ば
ら
ず
、
人
権
の
同
伏
期
～
と
町
民
っ
て
い
q

る
と
す

J

る
乙
牛
藤
博
L
L
は
、
人
権
の
制
収
拠
を
以
下
の
よ
う

ι税
所
ず
る
。
？
人
が
人
同
情
的
自
作

日記 I、江主l前：1キlb） 三02i:2υ1什日、



の
存
在
、
r

げ
で
自
己
を
工
技
ー
そ
の
、
て
つ
h
f行
行
、
r
J
）
て
あ
り
品
川
げ
る

l
ご
ギ
可
欠
必
権
利
で
ぬ
る
乙
解
J
C

れ
る
に
か
か
る
権
利
は
、

道
徳
述
y市
l
将
人
H
L
A
」
ま
れ
白
川
小
ら
に
そ
な
わ
る
法
判
円
で
あ
れ
、
そ
の
長
味
に
お
じ
に
、
普
通
的
な
広
徳
的
権
利
で
あ
る

J
L
ナ
ー
が
コ

亡
、
道
徳
的
拘
利
く
し
て
の
人
F

件
ば
、

M
門
家
の
手
認
を
ま
っ
て
は
と
め
て
心
有
一
コ
ノ
る
よ
時
i

刊
刊
で
は
沿
い
。
さ
つ
し
七
草
昧
に
お
い
て
、
人

権
は
守
口
扶
y

叫
生
で
あ
る
と
J

、
っ
こ
い
〈
が
で
き
よ
う
n

ヘ
催
を
憲
法
で
保
障
ず
る
乙
は
、
人
権
力
こ
の
ホ
う
な
件
賀
市
υ
確
刊
誌
の

i
に、

店
米
際
関
に
付
し
て
て
の
持
誌
な
法
的
に
義
務
つ
け
、
目
ぺ
の
侵
汚
を
禁

d
マ
る
二
、
、
芸
川
一
味
↓
2
6
1
ι
J
G
る
白
川
叫
一
族
博

i
に
よ
れ
ば
、

J) 

一
員
徳
川
権
利
ど
は
ー
法
的
’
山
大
半
杓
権
利
の
慕
妓
と
し
て
怒
川
記
、
？
れ
る
も
の
で
↓
め
る
ー
と
い

北
i

問
山
内
士
は
、
先
に
み
た
人
被
心
税
処
古
品
目
瓜
に
、

一
＝
条
の
併
釈
を
辰
院
す
r
匂一

一
一
条
一
山
ね
の

1

句
人
と
し
と
阜
重
さ
れ
る

と
い
沿
っ
川
既
定
L

つ
い
て
、
こ
こ
に
い
う
一
個
人
は
一
人
格
一
縦
三
と
結
び
う
け
て
忠
勝
寸
る
卦
裂
が
あ
る
h

と
を
強
訓
す
る

と
訳
さ
れ
る
出
2
0
D

は、

フ
テ
ン
誌
の
宮
2
O
M
E
r
庄
米
し
、
仇
と
も
と
の
志
岐
ー
は
、
ナ
ロ
代
の
俳
優
が
劇
む
と
き
に
利
刊
行
件
、
ズ
た
い
仮

国
J
J

み
っ
た
と
さ
れ
る
わ
一
そ
の
後
、
日
出

E
v
E
は
、
守
間
的
h

b

R
一
｛
、
使
川
刑
さ
れ
る
よ
ぶ
に
は
り
、

ヨ
i
口
ッ
ハ
一
り
思
想
に
決
4

疋
的
な

影
響
を
l
J

パ
る
こ
と
に
な
っ
た
勺
佐
藤
議

i
は
、
官
同

mCE

「思いい

m，A
半
紙
い
と
い
う
こ
と
と
倒
的
（

Hrv
的
）
究
体
」
心
二

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

つ
を
ヘ
ユ
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
帰
す
る
c

そ
こ
と
、
休
日
照
内
？
？
は
石
川
引
段
の
「
個
人
〉
1

げ
て
尊
一
十
さ
れ
る
L

の
主
義
が

「
個
々
の
人
出
が
そ
の
ま
ま
尊
い
と
い
う
よ
り
も
、

一
人
ひ
と
り
、
引
乞
つ
人

wm怜
り
は
に
尊
厳
な
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

と
－
J
る

3

そ
し
て
、
「
人
判
を
尊
厳
を
も
一
っ
た
存
在
こ
考
え
よ
う
乙

J

ど
も
っ
た
存
自
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
L

と
い

人
明
言
人
点
門
的
自
仰
い
性

／）解
T
J
Q

、
き
さ
あ
る

山一こコロ
CMHM可）

件
日
仏
体
士
は
、
白
山
い
に
ぺ
い
て
、
自
己
よ
配
な

い
L
r
J
己
決
定
ζ

パ
っ
た
よ
り
積
建
的
訟
も
の
と
し
て
捉
え
る
必
袋
小
占
め
る
i

ζ

し
て
、
ー
主
主
と
は
、
宏
一
G
J

る
ピ
、
人
が
池
者
山
い
し
ム
一
百

出
に
指
す
Q
H
」
と
な
，
＼

f
斗
己
の
中
日
作
者
υ

と
い
苧
つ
こ
と
で
丸
り
、
子
の
に
め
に
は
、
人
に
と
っ
て
村
会
的
に
多
様
な
選
択
が
苅

か
れ
て
し
る
い
ア
こ

一ゲ↓
2

弘
更
と
す
る
も
の
で
主
る
と
レ
う
c

さ
ら
に
、
世
作
心
的
伯
に
つ

w

て
は
、
凶
作
が
も
た
ら
「
結
呆

ιよ
っ
て

人
格

1！メ人民半、 Gi ＇スlゴl 日；31201() ~ , 



r日

自
律
を
評
姉
ず
る
こ
い
う
了
段
附
加
他
で
は

17＼
白
油
口
一
れ
rH体
に
姉
前
が
あ
る
と
し
丈
ノ
意
味
で
即
一
け
的
価
怖
だ
と
い
っ

ν

つ
士
り
、

JH洋
は
本
質
的
に
価
値
の
J

め司令
J

も
の
と
あ
打
、
自
律
が
人
間
刈
の
道
徳
的

uz礎
を
な
ず
む

J、
円問

次
に
、
品
川
没
の
…
主
出
追
求
権
の
ぬ
心
ピ
つ
い
て
、
υ

位
十
品
梓
k
は
、
人
が
人
店
日
的
p

凶
作
の
存
在
ノ
↓
1

）
て
日
己
を
エ
哉
、
ー
そ
の
よ
う
な

存
在
〆
｝
干
し
て
あ
り
絞
げ
る
ー
乙
め
に
必
民
不
可
欠
な
権
列
台
包
括
的
に
刻
、
え
ん
ヘ
長
特
約
な
人
情
的
自
件
権
乙
1

比ル
γru持
山
間

i
汁

よ
れ
ば
、
基
幹
お
な
人
格
的
斗
律
怪
か
ら
窓
法
が
規
定
一
9

ゐ
笹
川
加
の

て
い
く
／
）
乙
Jhnu

に、

5
4
コ
t
q
i
ド
一
？
ー
、
う

れ

M
5
5什
京
五
；
！
4
j
ち

お
j

一
作

ιと
っ
て
不
司
欠
1

川
権
利
か
計
引
先
的
に
出
限
定
さ
れ
て
し
く
こ
と
に
な
る
と
レ
う
し
そ
の
怠
味
で
、

民
川
町
下
約
な
人
約

rf口
付
格
は
、

各
極
人
権
を
辛
み
山
「
母
体
む
こ
J
き
も
の
て
あ
り
、
憲
法
制
ど
貯
に
、
そ
れ
ま
で
の
人
援
の
い
笠
巾
ケ

照
ら
し
て
人
格
的
口

律
に
と
っ
て
不
可
欠
な
い
し
重
安
と
忠
わ
れ
た
各
悌
人
株
主
を
M
r
A条
に
明
記
手
れ
た
が
、
ギ
マ
い
の
そ
心
後
の
民
間
の
沼
山
恒

t
G
お
人

格
的
自
律
性
に
と
〉
て
不
可
欠
た
い
し
主
裂
と
忠
わ
わ
る
人
住
を
ほ
JhM

」

1／
〕

一
補
充
的
保
州
国
と
い
う

で
之
の
り
そ
の
よ
う
な
も
の
一
と
し
℃
忘
店
制
主
権
力
者
が
一
全
を
定
め
ん
一
と
い
ぶ
り
で
為
る

P

す
る
も
の
で
の
る
ま
た

休
刊
也
同
ィ
士
の
人
格
的
自
律
憶
説
か
ら
す
れ
ば
、

一
一
一
条
一
り
も
と
で
保
持
さ
れ
る
権
利
は
、
人
他
的
目
印
権
と
い
う
坦
人
ふ
と
列
挙
さ
れ

L

ぺ
陥
利
；
調
和
す
る
）
も
の
で
h
a
く
て
は
な
っ
ー
？
い
一
、
、
と
に
な
る
三
そ
し
て
、
佐
藤
津
一
目
、

一
ム
一
条
の
J

む
と
で
保
障
さ
れ
る
怖
利
上
y

し

て
、
白
人
格
姉
怯
そ
の
も
の
に
ま
つ
わ
る
柊
利
一
名
川
公
約
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
、
場
伸
明
権
）
、
〈
白
人
格
的
rH律
梓
（
肉
己
決
定
権
）
、

一。一

適
正
な

T
続
的
i
一
過
を
受
け
る
椛
利
、
川
町
、
）
参
政
的
権
利
竹
町
設
け
る
。
佐
藤
侍
上
は
、
必
の
山
円
谷
に
つ
い
て
、
自
己
の
宇
人
一
町
・
身
体
の

i
一

過
に
関
す
る
白
己
決
乏
権
、

家
族
の
形
式
・
線
河
に
か
か
わ
る
事
柄
、

ノ
ノ
口
グ
ク
シ
司
ノ
片
山
間
寸
る
自
己
民
心
品
川
、
そ
の
仙
の
事
柄

に
銅
烈
化
L
U
J

る
n

そ
L
て

主

命
φ

｝
一
身
体
の
処
分
に
践
す
る
I
J
J
L
必
定
権
、
家
朕
り
形
成
e

か
山
γ

わ
る
事
前

リ
。
フ
ロ
グ
ク

シ
ョ
シ
｛
九
引
す
司
令
一
は
じ
仇
定
権
の
引
J

れ
汁
ー
は
球
的
清
潔
奈
川
J

妥
当
す
る
と
L
q
J

る
ハ
こ
れ
に
対
L
て
、
そ
の
他
の
宇
柄
（
松
校
、
司
、
仏
h
）

？

」

ぺ
2
J

、f
L
占
ホ
、

v

L
－
1
1
t
 

こ
う
し
た
宇
柄
は
、
人
に
よ
っ
て
は
大
事
云
も
の
で
あ
る
が
、

J
れ
自
体
が
d
白
金
二

J

て
人
権
か
2
咋
代
わ
れ
る
J
、

:k 人法学） "" :1キ18） 三o4i:2υ1什日



5
｛
ん
す
る
の
は
困
祭
」
で
あ
る
と
い
つ
つ
、
い
れ
、
つ
の
行
為
に
つ
い
て
も
人
格
の
坊
主
円
以
り
凶
み
、
全
付
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の

与
の
人
っ
し
さ
を
形
式
L
「
」
い
る
」

h
7
4
を
訟
の
、
「
人
科
↓
的
目
？
を
全
べ
さ
せ
る
た
め
に
千
設
的
に
之
の
憲
法
上
心
保
護
、
示
日
比
で
は

rm一

ノ
ア
エ
に
ぃ
，
G

ラ

す
へ
き
必
裂
が
あ
る
」

せ
［
町
沖
伝
奇
口
同
ム
ト
も
佐
蒸
陣
士
t

円近
v

d

場
を
ぶ
し
て
い
る
。
戸
部
内
ト
L

は、

一
一
糸
の
も
と
で
保
障
六
れ
｝
白
権
利
と
L
亡
、
庁
v
十課内

士
の
日
誌
｛
九
ハ
仇
い
、

mw身
体
の
斗
山
（
生
止
な
ん
同
4

じ
）
、
一
匂
精
神

i

旧
致
η
ー」由、

の
ヨ
由
、
必
人
格
低
値
そ
の
も
の
に
ま
つ

わ
る
権
利
、
一
白
人
格
的
自
律
雄
ハ
向
己
決
む
権
、
（
g
J
4
正
ぷ
手
続
的
処
同
一
三
ゲ
F
1
け
る
権
羽
、
一
口
考
孜
前
権
利

を
挙
げ
る
r

f
た

戸
部
時
士
は
、

Y
到
達
求
権
の
山
中
身
を
也
氏
「
る
白
人
位
制
約
机
／
ハ
以
は
、

長
際
に
は

の
と
芯
る

L
f

－一1
w
h
つ
C

L
し
い

一lj
i
ノ
子
。
、
ハ
ノ
」
コ
、
一
し
1
1小

i
f
υ
i
t
f

い
イ

L
v
i
i

一
条
を
い
か
に
珂
慢
す
る
か
に
も
よ
る
が
、

少
ヘ
ホ
く
と
も
、

刑
事
手
続
に
ぺ
い
と
手
続
中
人
わ
い
心
似
ド

さ
が
安
点
字
れ
る
と
す
る
な
ら
は
、
似
の
可
制
な
規
乏
（
一
八
条
二
一
｛
ゐ
九
条
一
が
存
F

行亡、

一
条
C
d
m
弔
さ
れ
る
場
一
聞
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
ま
七
、
必
・
③
に
つ
い
て
も
、
他
の
規
定
一
一
九
i
二
一
条
二
札
条
）

に
下
人
れ
ノ
カ
川
ー
さ
れ
る
の
で
、

丸
木
が
保

何
枚
能
を
呆
た
す
必
要
け
じ
ιな
い
か
ら
む
あ
る
勺

行
政
手
阪
が
問
題
と
と
る
が
、

行
政
過
程
に
お
け
る
公
知

V
A
－、り日

九
つ
い
て
ん
以
、

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

ソ
い
て
も
、
公
務
就
任
棒
を
必
ず
し
も
一
九
千
JT以
拠

と
F
る
必
V

一Jは
な
く
、
ま
？
之
、
ど
の
規
一
心
ど
桜
燃
と

ν
て
も
、
実
体
問
川
砲
に
λ
げ
か
’
一
〕
る
わ
刊
で
は
な
い
に
い
↑
ノ

v

｝
布
叫
州
山
ヨ
羽
幻
↓
l

i
！
l
 

た
う
日
リ
重
ご
ち
つ

f
u
F
T
1
；
 

わ
れ
の
問
阿
川
ご
な
し
と
し

芦
部
梓
上
九
y

ニ
条
の
回
右
い
の
間
忍
ぐ
す
る
の
は

／）ずる
J

芦
部
博
士
は
、
小
百
乙
①
を
「
片
山
r誌
の
7

一プ

f
パ

主
ず
、
可
日
中
出
子
j
主

J
E
l
－
－
 

条
の
も
〆
」
で
れ
川
内
附
さ
れ
る
捺
利

フ一ノ

f
パ
シ
ー
棒
）
仁

シ
ー
怪
」
Y
7
そ
一
件
的

つ
い
亡

般
的
込
山
権
ア
討
が
ー
一
般
的
斗
内
心
中
川
存
（
構
成
出
火
件
い
）
が
ふ
れ
力
体
主
一
…
制
限
と
あ
る
i

こ
と
や
む
判
し
て
、
北
I

H

勝
同
士

個
人
の
人
治
的
生
だ
に
万
一
可
欠
、
立
川
一
首
i

心
外
が
一
一
え
れ
の
？
も
と
C
保
一
説
、
子
れ
る
ζ

γ

1

V
古川
zγ
、
ぐ
る
。
戸
部
開
上
は
、

と
d
パ川叫に、

ぷ
4
f

山山
mru

『
ノ
ラ
ノ
パ
シ

わ
り
デ
阜
市

K
K
う
な
的
宅
制
に
パ
レ
て
、
八
子
、
権
ん
か
ら
干
し
ル
さ
、
れ
る
、

7
r一
守
＼
向
ら
決
記
で
ル
マ
ゲ
ゐ
権

1！メ人民半、 Gi ＇スl刀l 日c'201() ~ , 



r日

利
」
と
、
三
吉
に
い
う
ヂ
平
安
な
旬
以
柄
し
）
は

1

人
格
的
川
存
に
よ
中
可
欠
な
L
T
U
U火
事
…
引
」
で
あ
る
と
す
る
〉
ユ
し
て
、
門
部
地
苧
ー
は
、

p
て

の
門
い
げ
に
つ
い
て
、
ア
メ

J

刀
の
学
説
を
卓
会
照
に

L
つ
つ
、
「

7
υ
ダ
ク
シ
ロ
ン
の
日
己
次

4

ケ
伴
、

牛
～
？
身
μ
杵
の
処
分
に
関

γ

J、
円問

る
汀
f
L
決
心
持
、
「
一
ソ
イ
y
ス
タ

f
ル
の

JU己
伏
定
権
」
を
本
ふ
け
る
ハ
ま
ず
、

1
j
ザ
ロ
ダ
ク
二
一
三
二
U

日
J
U
沃

に
つ
い
て
は

伸
明
人
の
八
拾
的
生
花
に
潟
、
わ
る
こ
I
午
、
そ
れ
に

は
や
れ

J

に
や
主
れ
ぬ
孜
引
列
訴
の
茶
宇
刀
直
閉
ざ
れ
る
；
い

に
、
一
生
命
・
身
体
の
処
分
に
持
「
る
｝
」
己
決
d

疋
議
ー
に
つ
い
て
は
、
に
こ
え
一
忠
法
仁
の
人
一
摘
の
コ
こ
し
て
総
氏
で
き
る
こ
し
て

も
、
そ
の
条
件
と
浪
拝
に
つ
し
て
は
慎
重
な
検
討
が
必
山
一
亡
主
る
一
と
し
、

意
思
決
ば
能
わ
の
あ
る
者
で
、
現
1
ー
の
あ
ら
ゆ
る
治
姶

を
川
肘
レ

t
も
ム
い
僚
の
見
込
み
が
な
い
患
者
（
レ
わ
ゆ
る
よ
U－E
v
d

に
パ
レ
し
は
、
J

ン
フ
寸

1
ム
i
令

「

J

J

セ
〆
1
F
士
条
汗
に
、
治

療
拒
r
行
棒
vど
認
め
る
こ
と
は
吐
刊
さ
れ
る
一

ば
ち
え
ご
、

l
L
4
1
l
h
 

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
心
山
い
い
じ
決
定
格
」
で
め
る
か
、

7
J
心
釣
凶
に
つ
い

イ
に

L二二

限
心
的
に
併
す
べ
き

C
Jめ
る
と
寸
r

る
J

リ」
J

」、

1
j

『

l

山
町
清
飲
出
，

J
4
1
川
パ
イ
に
本
る
白
山
ほ
ど
ド
つ
い
て
は
、

人
仏
慌
の
行

伎
と
解
す
る
こ
と
は
涼
し
い
と
す
る

仁
三
日
受
刑
や
収
叫
誌
の
白
山
に
つ
い
ν

、
は
、
「
少
々
く
と
も
支
型
や
服
装
な
ど
の
身

ν
ま
い

ー
ピ
通
午
、
け
己
の
個
性
J

／
」
実
技
さ
什
一
人
格

L
Uば
す
る
肉
片
は
、
は
ず
り
判
的
に
形
成
測
に
あ
る
占
少
年
に
と
コ
て
成
人
と
〕
内

γ
、
ら
い
重

安
な
日
山
で
あ
る
と
v

二
憲
法
卜
の
保
志
院
が
及
ぶ
こ

長
質
的
な
ι口
理
的
関
述
性
の

1

1

寺
、

L

E

J

 

↑

L
i－－ 

〕
川
り
ん
リ
」
オ
J

J

F

l

エ工

J
C
市
革
l
r
1
4

ャ

f
t

詑
円
滑
が
病
円
屯
さ
れ
る
と
い
う

の
も
と
で
訴
さ
れ
な
レ
の
は
、
川
刊
え
ば

沖
の
丸
刈
L

り
の
規
制
で
あ
る

ま
た
、
人
権
と

は
い
え
な
い
し
い
斗
に
つ
い
て
も
、
之
の
憲
法
l
川J

保
護
が
ワ
え
ら
れ
る
場
台
は
あ
る
」
乙
ず
る

n

例
え
ば
、
喫
仙
一
心
口
出
の
規
制

こ
〉

j
c立、

i
f
f
v

！
i、】

y
h

一
投
開
応
仁
汗
さ
れ
て
い
る

μ
日
が
奪
ね
れ
る
h

一
こ
に
つ
い
て
は
、
実
質
的
な
ハ
い
域
的
松
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

る，~ c 

f 

パ
イ
ク
に
乗
る
斗
由
げ
い
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
引
約
す
る
校
則
心
必
要
性
・
ム
ロ
ヨ
牲
を
判
断
す

γ
J
iよ
め
る
に
し
で
い

こ
U
よ
う
に

一
一
条
の
も
と
で
保
h

沖
さ
れ
る
捻
別
u
t人
絡
む

U
作
に
不
可
欠
な
も
の
と
［
て
限
定
一

1
T、
と
の
志
義
に
ハ
い
ご
、 •h· 

イシヘー

日記 I、江主l前：1三けj三＂＂ [2υ1什日、



山
内
平
成
弘
津
士
は
、

ー
）
情
設
す
る
紀
州
問
主
極
伐
に
禁
欲
的
に
判
制
、
二

叶
人
刷
、
か
人
同
と
し
て
当
然
い
れ
わ
コ
て
い
る
”
何

権
利
”

ー
も
の
か
を
、

i:市

相

少
な：
ノ
＼ 

' 
J _  

" 
戸詰 て
｛主 L、
p； σコ
ン人
チ カー

力呉
/j' 可市

あを
マヨ＇
0 ご
」 7

ζ （主＿，＿勾
イFl c 
Jrむ
← ／ 、
' ＇’j、
るお：む

万
人
に
迫
れ
る
よ
う
な
も
の
、

r
恥
密
に
川
川
交
7

〕、

の
ヨ
い
去
の

の
み
が
「
一
人
格
”

〆
」
、
！
）

J
I
一

品
さ
れ
、
そ
し
て
「
は
じ
の
て

川
小
ト
、
人
治
的
山
ゴ
往
「
権
設
を
概
校
し
て
き
f
が
、
人
以
前
的
司
伊
持
説
に
山
け
ら
れ
る
恨
源
的
は
批
斗
乙
ー
で
挙
げ
ら
れ
る
の
で
ど

の
よ
う
以
権
利
が
人
格
的

1

－FI～
不
可
欠
な
権
列

ζ
Lて
認
め
ら
れ
る
か
で
あ
る
n

〆
ノ
キ
ふ
れ
J

、
人日仏
u
約
九
？
と
平
内
欠
か
乙
ミ
λ
r
b
工
時

7

t

i

l

t
－
－
’

f

d

：

ー

V

炉
心
す
る
主
川
市
中
は
、
慰
め
と
不
明
磁
云
も
の

裁
川
川
｛
戸
一
に
よ
る
怒
志
的
J
J
権
利
の
創
出
と
い

て
い
る
乙
こ
の
l
r
H
d
r

「，
w

て
、
休
藤
博
い
し
ぼ
、
ー
不
可
欠

不
可
欠
な
い
し
草
要
ヨ
も
の
一
と
表
尻
吉
公
え
て
い

と
レ
う
十
九
現
が
絞
L
L
f
ぎ
る
と
し
、

さ
ら
に
、
佐
藤
内
士
は
、
川
町
r
人
情
的
IF一作
に
不
可
欠
か
ど
う
か
と
い
う
熟
告
に
司
い
て
、

叩
比
し
て
認
磁
的
な
も
の
で
は
な
く
へ
人

績
の

、
l
皆、ふれ
L

明
記
手
れ
た
制
別
的
人
格
に
ド
散
す
ア
一
ー
ペ
？
し
の
い
実
か
7
bち、

と
し
て
構
成
可
能
訟
も
の
一
f
1ぷ
け
れ
ば
な
ら
た
い
」
と
い
二
ご
の
占
二
悶
渡
し
て
、
詰

ハー、
り

引
付
｛
単
位
明
体
性
主
将
E
H
と
す
る

「
ぬ
利
』

部
淳
士
は
、
「
人
情
的
宇
ド

ht
不
可
欠
な
柁
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
条
件
と
し
て
、
長
矧
間
同
「
十
九
バ
ー
バ
二
基
本
的
な
、
も
の
で
あ
っ
f

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

と
い
っ
怜
史
的

i
当
性
、

多
数
心
同
氏
、
？
し
ば
、
百
げ
凶
行
使
L
U右
し
く
は
行
使
で
き
る
二
い
う
普
遍
川
川
、
「
他
人
の
は
八
本
権
を
佼
主
子
ノ

ぶれ

v
く
は
秘
的
～

ど
と
い
う
公
共
性

る
お
そ
れ
が
な
い

た
だ
、
泣
時
の
人
格
H
U
W

汀骨川
U
F

件
を
支
叫

f
i
z
j説
は
、
人
端
的
山
作
に
γ
ハ
一
円
欠
な
ム
ヰ
i

利
の

J

日制川門
Jγ

拡
大
し
て
い
竺

7
1古
一
（
教
授

は
、
「
人
樫
的
利
益
μ
況
が

一必中
A
f
m

円
欠
性
」

の
中
九
円
台
治
安
に
強
調
す
る
こ
と
に
な
れ
ば

怒
し
き
、
点
淵
仙
？
議
＼
の
一
町
山
ん
ん
は
尚
一

voる
を
お
以
い
」
／
）
い
弓
。
平
一
二
明
、
仁
川
川
教
授
は
、
ー
明
文
で
依
別
的
に
似
附
附
さ
れ
て
い
る
へ
rむ
唱
の
中
に
も
、
九
i

刈
性
の
品
番
大
判
を
原

出
川
と
す
る
も
の
が
か
ア
，
ょ
，
い
ま
れ
ζ

い
る
こ
と

、
補
充
的
保
障
に
際
し
て
散
J

州
市
審
去
を
川
ル
ザ
乙
「
｝
白
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
。

／
↑
～
J
f
、、

ハムh
v
r

一

y
L
史
不
け
J

’r
八
川
コ
｝

の
要
件
以
一
校
花
し
て
挫
併
す
べ
き
で
あ
り
、

人伸明日九
J

白
山
仲
人
乞
翁
海
中J

に
促
進
す
る
も
の
で
は
な
く
と
も
、

1！メ人民半、 Gi ＇ス1211日7'201() ~ 



r日

送
い
そ
れ
を
注
目
一
極
的
に
害

F
る
3
0
の
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
広
く
vw
法
上
の
保
障
に
合
め
て
し
く
透
が
は
っ
れ
る
へ
き
で
あ
る

L
Y

い

J、
円問

人
法
一
ハ
的
行
作
権
μ
況
が
、

ケ
い
強
調
し
、

リ川
d
p
r

文一ワレ亡、

1
1
’
作
目
f
－
又
〕

γ
4
4
ト
j

↓ハツム寸子：
z
－
L
f
L
U
7
1正
i
f
h
x
r
r
J
2
ふハM
f
y

人
権
の
切
り
札
性

す
一
心
ェ
」
は
、

げ
が
去
一
八
丈
寸
「
る
／

？
l
f
f
t
 

に
は
C
は
重
民
な
以
認
を
有
し
ζ

い
る

U
L
か
L
、
人
以
前
的
司
伊
に
不
可
欠
に
い
う
茶
宇
を
緩
や
か
に
注
解
し
て
も
、
転
い
が
人
格
的
け

不
り
欠
日
権
川
刊
日
J

と
い
う
問
題
は
依
伏
残
3
れ
て
お
り
、
民
＋
仁
義
心
主
ζ

て
の

4
法
審
査
の
問
訟
に
応
え
る
こ
一
は
で
き
日
い

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
c

一
般
的
自
由
権
設

般
的
y

「
由
権
乱
は

一
条
子
炉
実
体
的
権
利
吉
い
山
活

1
て
い
る
と
し
つ
う
も
、
そ
の

υ円
高
三
れ
る
梧
利
C
H訪
問
は
、
人
ほ
川
的
じ
作

権
説
と
は
μ
パ
な
れ

放
的
れ
為
の
じ
庄
で
：
r

め
る
と
す
る
そ
し
て
、

人
格
的
じ
作
権
LHと
政
的
自
山
田
梧
説
心

対
立
と
い
A
M
Vで
J

川
此
問
問
し
て
い
く
こ
じ
〆
内
な
る
乙

一
般
的
白
庄
権
抗
心
代
表
的
論
者
と
し
て
挙
げ
、
り
れ
る
の
は
、
格
手
公
旦
甫
j
fで
あ
る
〕
椅
4
W士
に
よ
れ
ば
、

二
ム
条

f

川
段
（
U
－

「
個
人
の
苧
雫
一
は
、

1

何
人
人
終
的
国
平
姉
佐
U
T

認
め
、
ャ

の
土
問
一
院
と
、
以
て
尊

J

弔するじ↓一

Jr明
ら
か
に
、
〕
た
」
も
の

と
あ
り
、
「

F
べ
て
の
制
人
は
、
人
聞
の
有
J

川
駅
主
苧
豆
、

J

保
設
す
る
こ
と
か
－
囚
家
に
け
タ
〆
て
安
点
ず
る
某
友
桟
L
u
r

右
ー
〆
て
L
る
と
す

る
」
筏
設
の
「
生
命
、

日
山
及
び
幸
部
品
一
不
に
討
す
る
同
氏
の
怪
利
は
、
「

Mf芥
条
の
保
障
す
る
椛
利
お
よ
び
’
HUj
一
は
J
h

乙
工
打
、

各
学
、
に
列
記
さ
れ
て
い
な
い
が
人
司
の
尊
肢
を
保
護
ず
る
だ
の
に
必
裟
と
思
わ
れ
る
問
権
利
を
ひ
ろ
く
合
y

で
い
る

j

、
J

一

〆

と
L
P
7
1「、

、ー

一
一
条
の
）
も
／
）
で
は

の
程
刊
に
反
し
は
い
限
り
般
的
に
汁
出
を
拘
束
さ
れ
日
ぃ
；
す
る
一
般
的
今
一
向
権
の
存
ん
什
が
訟

め
ら
れ
る

l
r
γ
っ
。
そ
の
根
拠
は
以
、
の
ふ
う
な
？
h
d
で
あ
る
。
み

に
一
志
川
出
の
精
神
か
ら

ιる
こ
、
事
民
は
ま
ず
円
門
出
で
あ
り
、

古
Z4u山
は

に
よ
る
ハ
九
九
六
の
也
、
」
り
や
ヲ
い
白
山
阿
古
河
川
不
む
に
列
挙
し
て
こ
れ
か
保
障
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、

7
r一
、
第
二

日記 I、法学） "" :1三2） 三日［2υ1什日、



に

J
E
、
以
何
々
の
白
川
権
の
ほ
か
に
一
日
沼
市
’
認
め
ら
れ
た
い
と
す
る
と
、
与
の
余
の
！
一
唄
い
つ
い
て
は
棒
カ
ー
の
志
の
ま
ま
に

H
自
が

制
約
さ
れ
る

f
と
に
な
る
三
の
、
「
似
引
の
条
文
の
珂
隙
を
出
め
令
た
の
に
般
的
p

け
出
社
惜
の
ム
立
壮
を
認
め
る
必
裂
が
あ
る
い
一
と
」
、

第
一
一
に
条
文
上
の
桜
拠
は

一
一
一
条
で
あ
る
v

ベ
そ
し
て
、
第
刊
に
「
外
凶
心
中
日
法
に
つ

U

て
右
と
い
U

な
じ
ょ
っ
な
解
釈
が
な
さ
れ

て
い
ふ
v
h
｝
乙
ー
で
、
ゅ
の
ザ
G
n

ー〕
1

～一川
J
3
W
L
、

、
憲
法
心
規
定
す
る
伸
明
切
り
立
而
は
限
定
的
に
列
挙
L

J

J

も
の

タ三
〆＇、

／
）
し
て
併
す
る
べ
き
で
は
は
く
、
信
々
の
斗
向
権
h
r

ら
も
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
一

π一
家
に
よ
る
不
台
注
な
侵
害
は
討
さ
れ
沿
い
、
、
解

B
d
J
q
G

べ一
J
U
F
J
l、
中
山
u
hり

一
一
条
は
倍
々
の
口
出
権
の
病
問
引
～
t
阻
止
る
祈
光
い
市
i
d

伝
試
味
を
持
つ
と
い
一
？
の

＿，ょ
d 」

岡山崎一は

般
的
行
為
rH
出
の
ん
組
閣
て
あ
る
c

こ
の
占
J

に
つ
レ
て
は
、
州
市
限
定
説
と
恨
I
L
Fが
は
一
υ
Lて
い
司
る
〈

糾
限
定
説
mv
代
表
的
論
者
は
、

山
口
腎
ド
twl
救
い
出
試
で
お
る

d

約
一
広
教
授
は
、

来
の
も
と
で
叫
山
積
さ
れ
る
い
絵
利
C
片
付
川
叫
に
つ
い
て
、

一

ru
の
山
止

か
ら
合
主
的
な
制
約
一
十
芸

L
引
い
た
成

η
が、

一
似
の
白

で
あ
る

2
い
う
竹
野
校
授
は

一
志
法
い
の
自
由

防
」
、
り
辞
附
九
つ
い
て

の
は
由
を
合
む
y

と
す
る
無
限
定
説

心
白
山
を
除
外
「
る
が
ポ
ル
ノ
白
庄
は
ど
は
ノ
了
ま
れ
る

と

rJる
小
限
定
託
、
ポ
ル
ノ
の
肉
片
も
除
く
牛
以
定
及
、
人
協
的
日
却
の
め
在
に
と
っ
て
必
安
な
不
可
欠
な
権
利
－

rH止
に
限
定
ど
行

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

う
大
阪
心
説
に
分
類
「
る
ぐ

そ
〕
て
、
限
定
説

記~

白

限
｛ 

ノ」
iJC 

、、

X己

;i;i 

は、

m
似
た
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
か
え

「
A
U
の
目
白
ド
あ
た
ら
伝
い
も
の
を
点

1rhJき
、
さ
ら
に
、
ム
円
意
的
な
制
約
を
菩

J引
く

一
段
防
…
d
…
一
一
に
論
で
あ
る
と
す
る
じ
子
れ

喪
定
一
向
は

か
ρ
、dん
に
I
4

一
的
仕
制
約
キ
シ
足
、
し
引
く
段
階
一
判

j

一
序
リ
吟
人
一
V

之
主

F
Eま
』
』

「
応
心
出
回

ア
｝
］
叶
J
J
f
f
i
L

｝

ιー
ソ
ノ
ー
l
i

－

限
定
説
す
え
［
什
す
ノ
る
。
そ
の
哩
司
、

7
v
て
、
第

に
、
限
定
説
さ
は
、

－

K
の
白
い
叶
」

に
合
士
、
れ
な
い
’
れ
品
；
ず
い
か
な
る
対
抗
利
治

と
制
約
さ
れ
る
か

wh，
か
で
は
な
い
エ
い
う
ご
と
、
第
一
に
、
加
限
定
説
は
当
山
の
印
ω引
を
正
中
i
化

γ
司
令
舟
山
刊
を
す
べ
て
不
一
q
’
ニ
エ
か

C
さ
る
こ
こ
、
第
二
に
、
限
定
説
が

山
の
一
世
山
間
t

こ
そ
れ
川
以
外
の
白
出
を
一
汎
別
γ
Y
G
方
法
Hhf〈
切
符
ゲ
「
り
る
こ
と
、
能
川
に
、

段
南
市
内
｛
去
酬
は
、

た
に
、
内
野
教
校
は
、
憲
法
解
釈
が
一
概
念
の
遊
談

也
考
経
凶
の
史
請
に
反
す
る
と
レ
炉
、

j

こ

i！メ人民半、 Gi ＇ス 12c1 日目 •2010 ~ -
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r日

る

ιし
し
、
一
一
斗
的
拡
張
前
を
と
る
か
続
的
以
，
長
酬
を
と
る
か
は
、

市立主
主 味
γ の
す｜甘j
.•;:. ·~ヨ
ヨ」

るI 内

、～

あ

ザ

のy 

t人

." 
~· 
1己l

,, 

きつ3

l主

ル1
る

'" 

支
ま
と
は
芥
人
幻
ブ
ィ
ヲ
ー
ノ
／
グ
に
よ
っ
て
仇
め
ら
れ
Q
ペ

J、
円問

一づし
p

」↓叶
J

ν

f

！、

弘
、

2
f
v
メ
7

－

戸
AJ叫
、

U

般
的
日
山
に
刊
り
か
の
限
定
を
ぷ
え
て
つ
ぐ
す
る
限
丸
一
剥
が
打
在
」
ヲ
る
で
の
p

代
表
的
論
者
は
、

授
で
ふ
め
る
。
ド
波
紋
一
抵
は
、
人
一
信
一
的
r
ゴ
存
権
一
説
に
刻
L
て、

へ
権
保
障
か
狭
め
る
2
J
う
盃
仁
八
へ
は
欠
陥
を
も
っ
ー

渋
款
問
は
は
、

ハ
イ
ク
心
来
半
を
禁
J
M
r
司
令
校
出
川
小
一
向
に
し
亡
、
一
た
こ
へ
い
、
パ
イ
ク
に
来
る
品
性
市
川
ー
が
人
権
で
は
広
い
／
｝
γ
γ
Q
L
＼

イ
ク
乗
車
ケ
規
制
い
り
る
高
校
の
校
副
は
牛
川
い
の
人
格
乞
規
訓
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ね
郊
の
t

来
一
応
性
は
回
目
前
司
と
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る

げ
か
、
そ
れ
は
邸
主
に
止
じ
て
レ
る
人
権
公
山
口
に
有
t

切
に
対
処
で
き
な
レ
、
ア
こ
に
な
り
か
1

ね
な
い
司

と
指
摘
FJ
る
〈
山
口
、
亡
、
学
校
が
HPfpu悦

に
ー
バ
イ
ク
L

乗
る
な
と
命
じ
る
、
一
と
を
人
権
の
制
限
と
L
て
凡
な
い
の
は
、

人
格
感
覚
に
も
と
る
と
い
う
そ
し
り
を
免
れ
た
も
い
一

と
い
う
二
パ
ー
ク
に
乗
る
権
利
は
人
梧
1
f

い
と
い
う
連
日
に
よ
り
、

パ
イ
ク

J

山
中
山
千
を
禁
ば
さ
れ
て
い
る
牛
徒
一
心
人

憶
違
反
の
！
τ加
を
併
記
す
る
と
、
実
公
的
に
、
学
校
H

よ
る
ゴ
徒
心
人
権
侵
害
宏
容
認
し
、
校
医
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
む
つ
ま
り
、
人
格
的
rHL伴
権
託
は
、
「
人
的
的
利
採
と
い
て
れ
以
列
の
も
の
と
、
り
区
別
が
明
確
で
は
な
く
、
制
が
普
い
い
i

保
附
さ
れ
る
椅
利
か
の
決
定
が
き
わ
め
て
附
黙
で
あ
り
、
三
二
さ
は

叶
人
権
の
宏
美
に
よ
る
人
権
制
限
目
と
い

つ
問
題
い
小
あ
る

t
い
う
c

ノ
イ
ク
に
け
凡
る
権
利
L

い川J
人
格
的
！
な
／
存
と
関
係
せ

r人
権
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

他
の
人
権
規

～
ど
に
つ
い
て
ー
も
、
人
格
H
u
w
q
存
に
関
係
せ
ず
、
人
権
乙
し
て
ミ
さ
む
し
く
な
い
も
の
は
山
川
護
さ
れ
以
い
と
訴
し
な
け
れ
ば
な
り
な
い
の

E
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
；
h
J
4
ず
る

j

；
i
υ
1
一、
1
1

Y

ご
t
v
w
r
ノ
ケ
汐
ス
い
「
k

「
ピ
ハ
ル
ノ
ハ
ャ
真
集
を
込
る
怪
利
L

は
、
人
地
的
H
j
存
に
ん
町
欠
c
h
x
い
と

す
れ
ば
、

z
れ
に
表
現
の
力
由
の
似
一
安
門
J
V
F

厄
々
は
「
戸
一
と
は
ん
ゲ
適
当
と
い
h

こ
と
に
な
る
し
、

uhU則
的
主
的
権
で
も
企
業
の
、
バ
利
川
駄
の

日
出
は
八
拾
的
生
花
に
ボ
川
4
F
八
こ
は
ド
え
は
け
の
で
、

中
山
山
作
一
日
保
障
が
及
ば
な
い
な
〆
の
問
題
が
烹
じ
る
こ
ζ

に

ド
波
教
授
は
、
人
格
的
行
作
の
も
J
で
切
り
立
川
て
ら
れ
る
！
一
巾
に
け
し
て
市
一
九
寸
法
工
の
保
誌
を
及
ぼ
す
と
い
う
点
吋
l

、
人
絡
前
向
げ
権 教

日記 I、法学） "" :1三4J＂＂＇コ［ 2υ1什日、
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一点
U
T

批
判
す
る
も
の
の
、
人
同
判
的
自
作
梓
説
の
1

某
yA
的
川
U

想
そ
の
も
の
」
を
併
比
す
る
し
お
け
ご

ー
ヤy
k十
げ
尽
九
時
吋
リ
人
中
J
h

一
、
「
川
え
h
v

ty
？？

J
d
L
1
f

一

日
，＇~ 
O) 

に
立
つ
七
場
や
で
も
、
仙
人
心
ロ
ヨ
な
行
為
に
対
す
る
制
限
が
全
て
立
ち
に
退
完
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、

1

人
棒

mw附
の
う
ち
で
人
格
↓
的
な
亡
為
合
よ
り
的
く
保
障
す
る
の
ば
安
当
亡
あ
る
の
で
、

一
般
的
行
為
自
白
川
J

つ
P

二
九
人
格
に
問
一
3
ア
「
為

と
そ
う
で
な
U

も
の
と
の
間
C
退
憲
審
査
の
根
治
皮
に
段
階
L
古
川
行
る
こ
と
が
安
当
」

つ
キ
A

ナ
勺
ツ

較
的
日
出
権
寸
げ
に
お
い

、ー

も

一
人
情
的
41存
ピ
間
一
わ
ら
な
い
指
列
・
斗
山
刊
に
つ
い
て
は
、
品
、
の
制
限
の
必
民
性
・
台
湾
性
を
ゆ
る
や
か
に
存
査

γ
る
こ
〉
γ
／一

し
、
人
絡
ん
町
牛
存
に
不
可
J

一
八
九
叫
ん
惟
引
の
制
限
L
I
一
線
を
ー
山
す
れ
ば
門
ん
い
之
、
人
権
の
保
ほ
の
心
む
却
を
L

仏
げ
て
も
一
核
心
部
分
の
υ

散
絡
な

審ん日
J
E
P
件
持
ず
る
、
一
と
は
一
九
師
逝
前
に
分
に
司
能
で
あ
る
）
と
い
う
の

r
よ
れ
ば
、
と
心
よ
う
な
般
的
jF一
白
桧
の
弓
え
方
は
、
人
権
心
某
本
川
崎
今
と
も
合
致
す
る
も
の
で
み
る
し
〈
い
う
近

代
人
権
一
日
一
吉
は
、
何
人

c
h
E右
足
十
心
街
悼
と
し
、
ー
一
九
日
紀
に
は
、
的
判
人
の
ー
一
山
口
7
工
由
到
出
減
に
国
家
出
立
ち
入
る
べ
き
で
は

な
い
？
と
す
る
円
山
王
誌
の
思
想
が
後
勢

1
4
之
つ
に
。

つ
ま
り
、
「
人
権
は
同
家
の
活
動
の
限
界
士
山
、
し
、
同
家
心
立
人
り
禁
d
の

戸松
JVι

凶
す
る
朴
円
引
権

と
円
一
解
さ
れ
、
凹

J

ふ
の
介
入
の
廿
一
け
さ
れ
允
龍
一
械
の
内
部
で
は
、
制
人
は
、
他
人
の
権
利

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

ユ
ザ
」
口
同
中
、
ど
ゆ
い
か
ぎ
り
、
円
出
い
行
動
す
る
い

で
き
る
と
さ
れ
て
き
た
c

ユ
の
陀
尽
佼
に
は
、

ブ
ブ
シ
ス
人
技
官
口
凶
九
千
の

訂
と
は
、
他
人
J
b
午
、
叩
合
、
ど
な
い
↓
べ
亡
の
こ
し
r
を
な
、
ど
一
ノ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
r
H
A
mが
存
r什
す
る
c

こ
の
「
な
百
ノ
る
一
」
こ
を
な

ナ
ノ
汀
山
」
は
、
札
代
で
止
な
お
宝
設
で
あ
り
、
「
少
な
く

Y
4個
人
心
出
前
な
F

土
ぬ
が
他
人
の
権
利
中
俣
市
什
し
な
い
場
企
に
は
、
そ
の

ろ
し
為
を
f
る
か
1

）
な
い
か
は
個
人
の
白
ヨ
な
決
：
～
に
委
ね
ら
れ
、
公
権
力
は
そ
れ
に
介
入
す
る
こ
y

こ
は
原
則
的
に
許
さ
な
い
」

一、
一

i
！

V
市
寸

の
で
あ
る
n

し
た
が
っ
て
、
人
格
的
生
存
に
認
や

υな
パ
ヨ
山
を
怠
け
は
の
悦
除
れ
こ
一
α
る
こ
に
は
、
一
人
権
が
降
の

背
理
ー
で
あ
る
と
？
、

L
か
も
、
こ
の
よ
弓
な
考
え
は
、
人
治
的
は
一
汁
己
九
火
山
中
行
う
工
と
が
河
輸
な
障
害
者
の

γ

へ一
r地
を
狭
め
る
論
注

に
転
化
し
カ
ー
ね
な
い
と
い
工
つ
正

同
μ
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r日

～」
J
一

円
j

；J
J

一
位
、
L
j

f
トノ一一

μ
l

は
な
い

v

阪
長
口
J
山
敦
M
K
は、

J

豆
大
な
他
者
百
主
吹
除
く
オ
一
べ
て
の
一
目
白
す
認
め
る
へ
き
で
あ
る
乙
し
つ

つ
＆
υ
、

は
異
な
り
、
人
法
的
自
作
権
流
そ
の
も
の
を
否
心
す
る
。
ま
ず
、
阪
本
教
捻
口
、
人
拭
｛
的
自
作
椛
説
が
、

J、
円問

「
前
段
に
の
問
tdを
問
い
な
が
い

J

の
門
官
た
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
介
主
巧
み
」
で
あ
る
乙
し
つ
つ
も
、
人
格
的
汀
伶
持
祝
を
次

の
寸
つ
に
紅
判
ず
る
。
必
人
荷
ん
で
人
治
的
生
存
と
考
え
る
こ
こ
が
、

は
た
し
て
け
1

い
か
。

べ
て
の
人
間
が
l
h徳
的
人
格
で
あ
る
♂

4
Yっ、
i
十
肢
は
、
市
一
他
的
ζ

い
う
一
ゴ
と
？
と
段
小
限
の

π一
味
に
と
る
に
し
マ
J
b
、
正
し
い
も
の
で
は
注
い
と
川
与
え
な
い
ど
ろ
う
か

U

日
一
倫
型
的
な
属
叫
が
人
権
を
北
川
健
づ
け
る
と
す
る
思
考
そ
の
も
5
に
反
省
が
加
え
ら
れ
ぷ
け
れ
ば
な
ら
な
レ
の
で
は
な
い
か
、
③
F

へ
ひ

と
の
事
訴
な
巡
好
河
口
抗
？
っ
か
り
、
憲
法
的
保
障
に
価
す
る
か
否
か
の
決
に
に
あ
た
っ
て
、
人
治
的
作
右
に
ー
が
司
欠
／
不
良

う
よ
沿
っ
に
ふ
Q

い
八
ん
げ
る
h
叫
攻
守
勺

べ
士
い
と
な
ら
ん
引
い
か

d

換一
μ
寸
れ
ば
、

五
九
I

品
川
的
～
yh
利
誌
が
基
本
格
川
円
山
首
？
の
だ
象
か
ド
ワ
一
切
n
i
f
と

さ
れ
ば
い
か
必
安
易
な

む
二
分
訟
を
怠
行
ょ
う
と
す
わ
ば
、

人
格
概
念
が
不
明
侍

一みに」

J
U
L
均戸

2
μ
ζ

〆：

j
j
j
L
4
t、
：
ー

不
川
欠
／
不
安

二
、
ず
べ
て
の
利
伝
が
「

P

小
川
欠

L
Y

き
れ
な
い
か

ー
個
人
心
苦
正

か
ら
人
俗
的
利

F

ハ川、主

uz一
山
ず
論
者
」
よ
れ
ば

「
人
格
棺

は

人

出

L
P
実
り
多
い
も
の
だ
け
に
、
そ
の
－
内
一
五
b
久
括
的
と
な
ら
ざ
る
を
、
ズ
な
い
、
と
説
明
さ
れ
る

L

し
伊
し
な
が
ら
、
実
際
、

人
格
概
念
の
母
国
で
あ
る
ド
イ

y
に
む
い
て
「
ら
、
人
格
に
閲
す
る
一
色
予
上
の
見
解
は
多
一
一
各
校
・
攻
批
で
あ
っ
亡
、
法
的
な
判

断
基
均
こ
～
切
り
え
な
い
、
こ
訓
刊
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
コ
川

J

人
間
E

f
什
の
担
問
的
・
自
律
的
・
道
徳
的
特
叶
を
も
っ
て

点一ハ」

ζ

州
な
が
ら
、
そ
の
人
惇
を
＋
荒
涼
乙

L
て
、
そ
れ
に
必
吹
な
利
パ
の
古
ク
口

γJ
を
人
格
一
的
利
昌

た
は
人
格
｛
波
山
）
〉

称
L

ヨ
る
、
」
こ
は
、

J
7
E艇
の
JKか
に
解
答
を
用
出
し
し
い
る
術
尽
識
で
は
な
い
か
。
れ
V

人
地
利
片
を
一
ム
々
ず
々
た
め
に
は
、

京
偲
的
棒

川
一
乙
刀
ら
慕
本
持
が
発
主

rJ
司
令
こ
こ
を
論
一
副
T
L

一
ぱ
口
し
れ
ば
な
ら
な
い
て
あ
ろ
う
か
、

り
詑
で
あ
ろ
う
か
。

～
ζ

、
え
り
山
J

九三
ιめ
dγ

匂〉一

L
て
も
、
近
徳
的
権
列
〆
て
い
う
具
え
お
は
、
払
打
呆
主
的
h
f
J
市
一
徳
川
的
君
原
の
こ
と
を
丸
山
る
ー
に
め
り
速
記
的
表
現
と

L
て
使
わ
れ
る

ヘ
う
ら
意
味
は
丸
る
か
、
そ
う
で
な
い
山
れ
わ
は
役
？
止
コ
表
現
で
も
ん
そ
げ
れ
は
有
註
味
な
考
え
で
4
J
d
レ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
レ
の
で
は
な

条

日記 I、法学） "" :1三ti） 三日［2υ1什日、
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主情
A

ゆ
椅
の
呉
川
－
R
に
つ
い
て
、
駅
近
徳
論
へ
の
伝
同
乞
一
試
み
る
必
起
は
な
い

阪
本
教
授
は
、
市
店
法
の
相
〕
｛
止
ず
る
人
判
的
地
を
「
人
は
け
的
川
円
体
い
の
存
在
と
し
て
の
人
調
L

と
1

〕
て
引
え
る
と
と
、
ぺ
ま
り
、
そ
よ
！
仇
追
求

権
を
「
人
柄
的
つ
い
但
」
乙
い
う
宣
徳
汗
論

Z
J〈
え
る
ご
乙
は
、

1

札
実
的
で
も
な
け
れ
ば
、
謹
治
的
で
も
な
い
ヒ
い
う
の
」

ζ

い
う
の

は
、
現
実
心
人
刊
は
、
人
柄
引
出
司
倖

η
存
在
で
も
な
、
し
、
？
恒
一
幻
求
権
が
カ
ン
ト
的
j
f
ー
へ
一
日
間
目
的
廿
作
り
な
恕
に
立
一
て
J

る
こ
は
宅

ゾ
ー
れ
沿
い
か
ら
で
あ
る
そ
こ
↑
ど
、
阪
本
救
廷
は
、
現
「
へ
の
八
時
伎
を
下
町
致
的
条
件
と
な
い
抗
的
条
件
に
分
け
て
考
察
す
る
。
刻
中
大
の

人
間
の
ム
下
旬
的
条
件
は
、

品
度
に
台
淵
山
口
市
・
担
兆
九
わ
で
は
ほ
，
＼
点
M
hソ
ケ
犯
［
や
「
く
、
引
慣
ら
れ
た
知
識
の
辺
、
か
で
一
行
い
す
紘
一
江
市
主

到
し
よ
F
7
と
試
み
る
有
存
で
あ
る
乙
人
的
は
、
究
極
日
前
を
知
る
、
一
と
な
く
、
京
？
に
、
そ
の
結
末
を
疋
停
に
知
る
ご
と
な
〈
、
白
山
町
知

むよ円

m
t、
あ
る
J

行
為
に
従
事
し
宍
m
r
b
rじ
己
愛
吉
パ
1
A
現
1
よ
》
っ
と
す
る

ヤ
ヴ
続
的
条
件
に
つ
い
と
は
、

と
い
～
つ
コ

P4
に、

人
間
は
、

潤
別
的
で
多
似
な
存
在

で
み
h
y
J

、
「
そ
の
個
別
・
多
様
性
が
も
に
ら
す
も
の
に
コ
い
て
設
も
待
実
に
〕
じ
知
、
h
な
い

と
い
う
へ
以

の
検
討
か
ら
、
「
光
町
山
川
門
的
も
粍
末
も
知
つ
ず
、
人
心
制
別
多
様
性
乞
知
ら
な
い
他
者
は
、
あ
る
人
の
白
川
安
追
求
過
平
行
に
介
入
す

る一
L
当
た
川
一
住
吉
、
基
本
的
に
は
、
も
L
T
ー
な
い

J

各
白
の
実
験
過
程
は
、
同

ν
ら
れ
て
い
て

誰
y
u
他
日
人
間
に
対
す
る
ん
ヱ

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

団
的
h
a
強
制
椅
阪
を
も
3

て
は
な
、
コ
な
い
じ
日
一
か
、
三
」

5
、
ず
ベ
ー
の
強
制
ま
ー
は
排
他
的
ん
d

権
力
は
き
び
し
く
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
伝
い

以
卜
の
よ
う
な
考
え
を
も
ζ

に
じ
て
、
阪
本
切
れ
長
は
、
幸
ー
似
追
求
権
カ
般
的
行
為
日
目
を
保
障
し
行
も
の
乙
し
て
法
制
川
TF
る
べ
き

cあ
る
三
一
張
ず
る
の
ど
よ
め
る
」
阪
本
教
授
は
、
立
福
追
求
訟
の
州
市
り
に
に
い
て
ノ

1

平
協
L

に
は
、
非
人
同
地
的
な
利
、
仰
が
ム
パ
」
け
と
し
、

各
人
ナ
包
刊
の
芝
川
町
内
に
ヨ
山
に
追
求
で
き
る
冶
程
ζ

領
域
ζ

宇
一
時
放
し
マ
、
お
く
利
況
を
同
判
定
す
る
ー
も
の
と
し
て
捉
、
え
る

U

一ノ主
h
、

ム
円
出
な
司
涼
と
、
白
山
問
。
出
家
け
た
め
の
珂
古
川
は
、
狩
山
止
の
人
間
伐
を
相
U

•1 

いへ
~ th~ 
のの
で活
あ 'i)J

る♂範
。＂＂＇
阪会
十、 4手
寸肱 ｛ 

イ人 天E
）；；＇口
i:i'. 的

刻
;J, 
Jふ
·~ 

の
範
西
川
L

不
可
欠
な
河
口
抗
。
に
行
士
入
院
に
与
え
る
も
の
で
d

の
っ
て
は
弓
ら
は
レ

通
説
が

1！メ人民半、 Gi ＇ス1271日；3'201() ~ ' 
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r日

の
川
山
間
門
範
同
主
人
格
的
自
律
に
絞
り
」
む
町
内
は
、
人
間
お
今
川
人
権
の
け
見
卜
片
付
の
み
な
っ
ず
、
実
際
的
な
配
慮
に
起
問
、
〕
て
い
る
L
Y

い

ろノ」

hu
般
的
自
引
け
が
λ
J
ペ
て

一
三
、
幻
保
険
給
関
乙

t

占
川
口
ず
♂
＼
て
つ
イ
出
1
t
n
J
H
d
d
z
J
M
ワ：

－UJ
I

一

4
2！

Z
ノ

l
i
E
J
l
l
「
実
体
志
法
上

J、
円問

体
系
的
に
高
め
ら
れ
た
似
設
へ
こ
ム
1
り
、
他
心
基
本
校
こ

m
b
－
ニ
る
に
け
止
ら
以
い
引
刊
誌
人
戸
、

t
h
本
i

此
川
の
れ
の
ー
も
〉
一

c江
川
陪
さ
れ
る
よ
う
要
求
さ
れ
ζ
き
て
、
九
一
本
権
心
価
値
z
ぜ
低
一
、
さ
竺
る
、
必
伝
障
領
域
に
人
同
ま
れ
た
こ
し
て
も
、
，
山
範
白
川
周
一
刻
に
取

ず
る
こ
乙
に
日
っ
て
基
本
F1以
降
が
中
洞
化
す
る
。
）
〆
干
し
、
阪
本
教
授
は
、

般
的
ぇ
斗
凶
ヤ
伝
説
に
山
げ
ら
れ
ー
～
批
判
に
対
し
て
以
N

7, 

すζ

人
仲
判
的
引
い
に
不
14」
欠
か
苔
炉
心
判
部
は

幸
一
引
法

h
い
れ
権
パ
V

名

南
雑
で
あ
る
と
い
う
た
行
で
な
〈

に
よ
る
什
山
の
制
限
一
と
な
る
し
次
に

一
般
的
行
為
白
山
を
よ
れ
認
し
た
と
し
亡
も
、

片
端
ト
？
佐
保
障
が
本
憎
し
さ
れ
て
基
本
格
切
片

水
準
が
侭
h
i
寸
る
わ
け
で
は
と
い

般
的
白
出
品
惟
祝
析
し
し
る
し
一
、

一
人
格
権
か
ら
漏
れ
る
部
分
に
ん
L
て
も
ギ
相
、
引
い
的
保
荷

き
ら
に
、

ペリ’
p
iウ
t

、）J

？
」
ヘ
ノ
、

J
I
J
F
／
二
り
ず
み

山h
山
内
三
害
行
為
む
主
付
い
段
時
J

日
出
合
性
C
Wい
折
戸
地
し
て
、

阿
武
ふ
り
／
打
お
は
法
の

F
に
置
ー
か
れ
る
と
と
に
な
っ
て
、

は、
t
凶
作
の
は
日
U

取
円
以
凶

γへ
す
る
と
い
う
）
エ
し
て
絞
れ
や
教
授
は
、
「
人
権
の
人
格
刊
・
倫
理
料
い
を
強
調
す
る
よ
り
も
、
格
ハ
ハ
一
に
よ
る

ほ
制
に
対
す
る
抗
試
の
に
め
の
一
K
当
た
山
宮
求
と
し
て
、
人
佳
品
を
惜
別
以

rる
」
と
が
」
必
巾
凡
で
為
る
と
す
る

U

さ
ワ
に
、
限
定
説
に
は
、
「
バ
ム
叩
」
・
「
自
白
，
空
似
追
ぷ
古
川
円
別
、
）
て
、
名
々
の
紋
向
の
意
義
を
分
析
す
る
怖
い
怖
い
快
行
教
M
K
の

誌
が
心
在
す
る

ν

収
円
前
教
校
に
よ
れ
ば
、
「
立
命
・

1
H日

に
つ
い
て
は

仕
人
市
・
健
一
一
肢
は
向
日
縫
い
J

…my
h
ん
ず
ゐ
怖
佳
で
あ
れ
、
同

家
に
よ
h
M
U」
口
が
禁
さ
γ
札、

M
門
家
は
そ
れ
な
刊
附
議
す
る
義
務
ιγ
負
λ
y
u
い
う
」
こ
れ
に
汁
し
て
、

ー
！
一
、

－円三：
l
i
H
J
 

日
出
は
日
家
に
よ
る

μ

ん
い
九
山
林
川
止
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
と
す
る
。
ま
た
、
「
出
力
」
・
「
三
活
氾
ぷ
」
に
つ
い
て
は
、
列
挙
さ
れ
た
自
白
怪
が
限
之
的
伝
判
官
庁
を

有
し
、
存
続
的
川
町
山
弘
氏
側
面

ζ
i統
的
ヨ
J

い
泌
定
的
側
面
が
あ
る
と
い
h
n
u

こ
札
に
刻
し
て
、
苧
3ρHt
点
求
は
不
定
形
で
4

め
り
そ
の
内
び

の
光
掲
は
か
布
儲

γ

ヘ
一
に
安
ね
ら
れ
て
お
り
、
名
前
…
約
制
」
耳
目
的
側
面
は
な
い
と
す
る
口
そ
し
て
、
崎
市
T

虐
殺
長
は
、

条
の
本
来
の

μ一日

は
、
荒
川
汁
〈
叩
」
は
花
対
的
削
也
、
℃

u自
」
は
h
H
止
前
社
会
、
ン
人
づ
ム
の
保
護
と
ン
ス
フ
ム
内
で
U
向
己
決
定
の
保
障
、
「
古
記
t

氾
1
4
一

姉
値

日記 I、法学） "" :1三8） 苅4[2υ1什日、
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は
い
わ
会
ン
ス
ネ
ム
外
の
弔
約
つ
い
て
の
ギ
，
心

r

が
の
臼
己
決
定
の
保
議
で
め
り
、
辛
福
追
ぷ
権
、
？
保
障
す
る
の
は

1

殺
人
心
白
市
な
と

を
排
除
｝
ノ
た
、
限
定
的
一
般
的
日
当
権
」
で
あ
る
と
す
ノ
る
。
ト
J

な
わ
ち
、
「
枚
的
自
叶
は
が
日
記
的
な
p

け
然
状
態
に
お
け
る
円
以
的

日
山
ζ
h
H
T
同
室
し
ろ
る
乙
muベ凶
Y

や
れ
る
が
、
F

汁
快
的
白
人
川
乙
い
え
〉
品
規
純
で
あ
る
以
上
、
市
仕
る
主
主
と
ふ
致
ず
る
J

も
の
で
は
な
い
ハ
制

人
間
C
D
汁
出
／
わ
誌
の
競
合
円
体
に
は
、
川
出
家
的
自
弘
、
状
佐
山
の
戸
、
で
は
軒
ら
心
人
為
的
介
入
も
作
布
し
え
な
い
の
で
占
め
る
川
1

7

L

P

し
な
が
ら
九
由
の
続
ハ
じ
（
力
由
市
場
で
の
競
争
や
果
、
五
物
り
i
H
併
を
め
さ
ず
刊
日
hp）
と
い

そ
の
も
の
を
必
定
ず
る
つ
而
は

fH然
状
慌
に
お
い
て
も
概
念
】
あ
れ
え
な
い

と
す
る
の

こ
U
よ
う
に

一
校
的
行
出
液
4

況
は

人
的
情
的
刊
日
以
そ
の
も
の
を
ぎ
定
［
な
レ
ド
法
混
と
人
松
川
仏
出
口
作
権
リ
訟
で
は
、

椋
で
は
一
ぱ
レ
が
、

一
一
条
の
も
1r
で
保
議
さ
れ
る
純
利
m
v
h山
側
に
実
質
的
に
違
い
は
な
い
が

川
原
イ
J
d
や
人
格
的
店
作
Z

C
も
の
を
い
れ
臼
｛
心
す
る
説
本
説

と
人
格
的
山
い
沖
権
u況
の
伺
た
り
は
、
大
き
い
と
い
う
べ
寺
で
み
ろ
う
わ
し
か
し
、

一
般
的
目
白
防
相
説
が
、
徐
々
な
ー
一
山
を
幸
制
追
求
梧

の
な
m
w
H

取
り
日
じ
い
円
、
亡
、

「
門
戸
の
基
本
思
想
に
お
い
仁
、

ヨ
ギ
凶
憲
？
い
が
伝
淳
す
る

ヨ
最
本
的
人
権
」
と
は
何
か
と
い
う
根
ギ
に
か

か
わ
る
」

計
い
人
ノ
誰
出

M
J
4
4す
る
〕
す
た
わ
ち

、べ
3

ベゎ
r

、、ω

し
f
L
F

『
泌
り
札
』
と
し
と
の
機
能
を
発
託
、
「
ず
る
こ
と
ψ

－
J
A
一
手
的
人
権
は

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
ピ
特

U
M円
・
別
様
性
乞
備
え
z
人
類
型
J

ど
ち
っ
て
し
な
日
れ
ば
な
、
つ
ず
、

一
般
的
円
出
；
い
コ
た

い
い
方
こ
噛
九
口
、
〆
い
く
い
し
f

お
い
附
さ
れ
て
し

殺
的
rH
訂
作
説
が
指
摘
「
る
よ
↑
ノ
に
、
権
力
ヶ
。
る
嵐
制
に
対

rる
皿
山
口
弘
の

～
一
仰
の
71υ

な
裂
し
ょ

f
て
L

，
へ
怪
人
乞
叩
1
5
Q
乙
い
う
湾
与
は
、
以
降
検
討
T
Q
P能
限
ア
ア
打
、
ヰ
に
乙
っ
て
一
山
手
女
ノ
ア
工
る
υ

四

プ
ロ
セ
ス
的
権
利
説

近
町
、
人
情
的

d
律
F

唯
一
引
豆
、
般
的
ゴ
由
権
設
ζ

は
具
店
っ
た
形
で
、

A

条
川
い
し
も
〆
｝
叩
保
障
さ
れ
る
r
札
消
印
刊
を
限
定
し
よ
ミ
と
ず
る

怯
井
茂
記
教
授
の
プ
ロ
セ
ス
的
権
列
寸
叫
が
有
力
に
、
王
張
さ
れ
γ

い
る

U

y

官

H
教
授
は
、

一
寸
法
者
査
の
民
主
ア
f

義
正
叶
」
性

の
観
点
か
ら
枕
汁
ず
る
じ

川
上
引
の

列
挙
さ
れ
て
レ
は
い
権
利
の
保
障
の
同
盟
を
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r日

司
法
審
ト
品
川
制
は
、

p
l

メ
リ
カ
と
同
必
九
日
付
制
的
司
法
官
ん
…
同
制
度
て
あ
わ
、
法
律
の
合
憲
性
心
」
審
査
「
る
の
は
、
国
民
の
選
手
に
よ
っ

お
ら

r、
ま
た
、
内
民
に
政
治
責
任
を
泊
三
に
い
な
い
裁
判
日
が
行
、
っ
と
ど
い
ア
ど
で
あ
る
。
裁
判
恒
が
、
長
本
的
人
棒

J、
円問

を
侵
山
口
一
z
q
y
L

亡
い
る
法
作
の
与
口
需
件
を
帯
公
L
、
そ
れ
を
違
古
川
子

J

る
場
合
、
必
ず
「
な

r
A判
所
に
そ
の
よ
う
な
い

と
れ
J

え
る
の
か
i

と
、
う
疑
問
が
井
口
一
起
さ
れ
る
こ
乙
に

二，＿

' ） 

γf 

川悦

H
教
授
に
、
や
れ
ば
、
列
挙
ち
れ
て
い
な
い
探
列
り
保
除

は
、
日
付
に
品
批
判
官
の
主
体
的
情
値
川
町
心
問
題
け
い
生
じ
る
こ
い
う
口

一
般
的
－
寸
山
r
M
m
誌
に
つ
い
て

政川叶
J
汗
1
A
G
J

べて刀十一山岳十一
j

ひら
f

i
l
y
J
J
：

｛

｝

1
：
 

悲
壮

ι

の
査
問
｛
寸
］
と
な
っ
と
一
し
ま
レ
、

は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
役
割
を
裁
川
巧
に
認
め
る
こ
と
が
、

J

判
長
、
，
絡
を
立
一
戸
し
、
氏
、
王
ム
下

表
間
以
逃
げ
L
？

u
r
vし
た
日
本
医
憲
法
の
も
と
で
の
法
判
所
に
山
さ
わ
し
レ
か
ど
可
か
は
、
疑
問
で
あ
る

と
い
う
〈
怯
方
人
治
的
一
日
伴

憶
に
つ
い
て
も

人
格
的
IF一’
刊
に
不
可
欠
か
ど
う
か
乞
判
糾
明
す
る
基
準
は
三
〈

こ
の
立
ぬ
で
も
裁
判
口
一
け
が
求
心
科
目
的
に
花
利
乞
創
出
す

る
危
険
品
川
が
丸
打
、

1

5

一も

c
z、

、
？
？
ニ
｛

Jr一
定
可
営
九
同
の
え
i
、
義
一
r
当
作
む
疑
問
に
泌
を
匂
こ
2
は
で
き
な
い

－／」い弓ノ心

松
汗
教
授
九
よ
れ
ば
、
列
jT
さ
れ
て
い
な
い
権
利
り
紙
汚
の
同
町
出
は
、
礼
町
の
と
こ
ろ
、

ヨ久
I
M
門
事
同
氏
の
包
と
で
似
バ
汗
さ
れ
る
誌
や

的
人
権
心
根
拠
、
お
よ
ひ
、
て
い
」
て
説
必
と
べ
く
れ
と
い
る
人
間
像
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
〈
」
「
段
的
白
体
格
説
て
為
れ
、
人

終
的
自
律
棒
読
で
あ
れ
、
そ
こ
で
前
日
忙
し
）
さ
れ
て
い
る
前

1A以
前
・
没
政
h

川
的
な
同
人
間
叫
が
、
ー
人
同
意
法
の
前
川
町

ζ
Fる
個
人
向
か

ど
う
か
疑
問
の
余
地
が
あ
り
ろ
る
L

t
い
う

「
『
人
聞
の
等
以
E

J

い
い
、
ア
八
終
的
自
作
H

と
い
い
、
ゆ
一
こ
に
は
牡
会
的
な

J
H
I

定
義
は
ノ
円
主
れ
て
い
な
く
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
ロ
人
司
が
人
閣
と
あ
る
こ
い
λ

二
三
は
、
で
の
よ
う
な
政
治
的
・
在
公
的
な
側
面
を

ー
も
ノ
円
》
へ
で
い
な
い
の
で
J

の
ろ
う
か
υ

た
z人凶
3

に
ほ
っ
し
お
い
て
く
れ
と
い
う
一

ご
は
江
く
、

共
司
此
刊
の
事
尽
を
共
J

円
体
で
叫
て
い
心

ず
る
ζ

い
う
、
ア
こ
も
人
尚
一
け
木
氏
ζ
z
v
凡
な
：
て
よ
い
一
け

こ
じ
円
荊
？
？
る
。
そ
こ
円
、
、

川
本
庄
中
古
川
出
は
一
少
ば
〈
こ
も
人

間
が
ど
の
で
「
な
J

化
作
で
よ
め
る
か
に
つ
い
ブ
に
共
な
っ

1
F

～
志
児
刀
あ
る
こ

宍
は
っ
J
J

忍
え
を
持
つ
個
人
川
I

統
治
J
／一

L
て」、

／h
r－てト
y
y
＼
た
め
の

J

ノ
口
七
λ

で
あ
り
、
定
法

一
、
、
の
統
1uを
ノ
汀
コ
て
い
く
し
一
で
不
叶
江
八
な

江〉

日記 I、法学） "" :1キ3けjヌii [2υ1什日、



権
引
に
限
ら
れ
る
と
い
ろ
〉
そ
し
て
、
同
［
即
日
出
は
、

そ
の
よ
つ
な
政
h

川
的
山
容
店
に
不
可
欠
な
権
利
に
つ
い
℃
、
法
判
規
範
と
μ

て、
P
J
～

の
保
設
か
γ
裁
判
所
国
右
の
役
割
と

L
て
託
L
た」

の
で
あ
）
、
こ
れ
り
の
権
利
は
、
ま
さ
に
代
表
有
を
信
頼
3

〆
て
に
久
ね
る
こ
こ
の
で

さ
ヨ
い
F

付
引
円
で
あ
り

一
基
本
的
人
時
i
H

ぐ
し
て
保
障
び
れ
る
に
値
す
る
v
も
の
で
あ
り
ま
に
そ
れ
ゆ
え
民
7

＋

」

Jん

設
や
泉
本
町
市
珪
と
か
J
4
Q
索
作
一
の
も
と
で
裁
可
訴
が
そ
れ
を
似
詫
「
る
こ
と
が
－
止
当
化
台
与

2
2
こ

γつ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

＋
人
の
根
烈
を
ー
が
ん
：
長
本
的
人
、
怪
こ
し
と
憲
法
二
条
の

YL位
、
出
求
権
か
ら
手
く
こ
と
が
計
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
立
政
治
的
参
加
ピ

不
1
欠
な
権
利
に
以
ら
れ
一
る
と
レ
当
に
松
井
投
M
K
は
、
氏
、

ι主
義
の
も
と
で
の
司
法
客
企
の
剖
引
い
ー
か
ら
、
主
治
安
加
に
不
ペ
プ
一
な
権

し
て
一
北
川
町
ら
、
れ
な
い
と
レ

抗
、
ま
た
は
、
憲
法
の
条
f
J

へ
と
つ
は
か
わ
の
主
る
捻
杭
し
か
列
挙
さ
れ
に
レ
な
い

松
川
教
授
は
、
列
挙
さ
れ
こ
い
立
い
権
利
心
な
か
C

J

U

、
jF一
L
伏
ど
裕
一
一
二
条
の
も
と
で
叫
山
積
さ
れ
る
い
絵
利
と
し

る
こ
と

を
否
定
寸
る
松
井
渋
川
先
に
上
れ
問
、
そ
も
そ
も
様
々
な
白
日
ど
山
己
決
lU権
と
い
う
一
つ
の
防
相
利
2
し
こ
考
え
る
の
は
き
わ
め
て
ボ

円
以
出
で
あ
け
、

凶
己
決
定
住
は
政
治
多
加
山
不
可
欠
で
は
な
い
の
で
、

エ
れ
を
呆
ギ
的
人
権
1
／
う
し
て
は

": ,v, 
;;, 

y 

で国
き主任
な勺ご
いあ
とる
すと
る11，、

ま
サ？

円

り
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ー
ァ
チ
J

松
井
教
授
は
、
目
己
決
定
権
と
い
わ
れ
る
も
の
牛
ι

は
、
中
hu

い
い
の
規
定
に
よ
り
部
↓
り
的
山

7：；世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

保
附
さ
れ
る
も
の
が
占
め
る
と
い
う
－
川
司
、
え
ば
、

μ

一
前
・
身
体
の
処
分
に
閲
す
る
肉
J

｝
仇
定
住
は
、

一一条の

汁
プ
ノ
υ
ダ
ク
ン
一
コ
シ
に
問
、
F
，Q
向
］
決
’
心
棒
に
つ
い
て
は
、

四
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
と
い
う
ご
ま
z
y
J

、
そ
れ
山
外
の
r
H
S決
ぺ
心
棒

の
制
約
三
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
つ
い
f
L
決
心
持
〕
に
つ
い
て
は
条
文
の
結
び
つ
き
は
な
い
が
、

久木川
J
Y

＆
三
で
保
障
さ
れ
る
公
正
な
手

続
保
障
（
手
続
的
F
1
7
・
ソ
ロ
セ
ス
〕

や
悶
条
の
一
川
L
J
が
デ
（
求
さ
れ
る
場
〈
け
が
あ
る
と
す
る
。
松
＃
次
長
は
、
例
え
は
、
号
？
の

み
の
丸
刈
り
規
制
は
同
町
、
り
h
v

に
利
三
別
別
で
あ
り
、

ロ
久
明
に
つ
い
て
持
久
で
異
な
る
規
制
を
一
α
ノ
る
恨
権
法
存
自
し
な
い
に
い

松
井
教

ア
イ
ス
ス
タ
イ
ル
九
一
白
心
で
け
寸
己
決
定
権
、
ぐ
し
て
松
川
リ
泌
が
本
認
し
は
、
川
J

ら
と
い
っ
て
、

政
泊
か
…
一
々
は
白
山
を
門
灯
台
に
制
約

占

w
え
や
J
治

j
lぜ

［
て
よ
し
わ
け
で
は
は
レ
と
レ
う
乙
こ
れ
ら
の
目
山
m
C
制
円
前
は
、
裁
判
γ

市
べ
で
は
な
く
、
以
治
ヴ
巳
セ
ス
す
通
じ
て
解
決
さ
れ
る
べ
主
で 弓

H
バf
 



r日

ハ

あ
…
る
と
い
、
内
の
で
あ
る
じ

Q
R
 

日ーυ
 

2
 

mm 
2
 

ミノハし円一
f
pJ

チ
、

ぇ
I
1
0
 

に
め
に
以
沿
参
加
L

不
可
欠
子
ど
う
か
、
た
る
い
は
、
喜
一
一
川
仙
の
条
文
と
の
結
び
つ
き
が
め
る
ピ
市
け
か
と
い
う
要
件
を
設
定
す
る
－

TLで、

松
山
教
授
の
プ
口
七
ス
的
怪
利
説
の
も
と
で
は
、

一
日
小
ょ
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
ン
枠
引
刊
の
保
議
が
ヌ
竹
一
で
あ
る
一
三
ノ
に
見
え
る
か

J、
円問

j
t
L
れ
な
い
が
、
い
れ
府
本
的
人
拾
を
よ
小
単
市
民
的
汀
出
な
い
し
げ
民
的
拘
利
と
し
て
号
、
え
る
な
ら
ば
、
、
」
の
γ
て
つ
な
止
一
場
は
保
護
さ
れ

る
べ
き
権
利
に
は
き
ち
ん
と
窓
法
的
仏
吋
烹
を
ワ
え
て
く
れ
る
は
ず
で
忘
る
1

ど
い

」
の
松
井
教
ほ
の
（
ワ
口
七
一
人
的
慌
刈
J
寸
げ
り
背
後

？
」
中
小
、

一
氏
下
計
上
設
の
も
乙
で
一
司
阿
付
さ
れ
る
司
法
手
査
の
役
誌
が
政
ム
山
本
予
加
に
不
汀
欠
日
権
利
一
の
保
護

「
政
治
山
。
寸
円
七
一
人
の
維
持
）

一
条
む
も
と
で
保
守
μ
け
さ
れ

7

主
権
利
も
攻
げ
プ
ロ
セ
ス
正
孝
加
に
不
可
欠
な
権
利
に
浪
定
す
る
こ
と
で
寸
法
審
奇
が
正
叶
I
化
さ

れ
る
と
ト
ど
っ
プ
ロ
セ
ス
到
議
、
お
よ
び
プ
口
七
一
人
的
司
法
審
合
瑳
前
～
が
介
存
す
る
ー

z
ヘJhリ
ピ
J松

川
教
授
m
v
J
1
ノ
ワ
で
ぇ
的
権
利
説
日

列
挙

οれ
こ
い
立
い
権
利
心
停
山
積

（
山
♂
宍
付
伊
川
町
川
品
問
判
ぃ
V

刊
の
問
問
セ
回
刊
位
寸
る

列
挙
さ
れ
て
い
な
い
権
利
の
似
お
に
つ
い
え
の
以
界
主
設
主

L
2
こ
と
は
、
尺
Tr
王
設
の
も
と
で
の
，
司
、
江
雰
査
の
問
題
を
メ
J

え
ゐ
上
で

重
出
品
と
台
表
い
町
三
め
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
勺
ま
ー
に
、
松
乃
教
授
の
プ
ロ
て
ス
珂
弘
叫
に
つ
い
て
も
、
供
心
政
干
官
一
浮
［
は
、

プ
ロ
セ
ス
剛
山

ヘ
削
の
抗
示
し
た
ー

ん
な
で
諮
に
や
ろ
う
よ
P

〉
い
う
い
伐
さ
は
、

ιれ
ら
か
、
り
の
凹
・
じ
ん
ー
の
あ
わ
J方
J
K
考
、
ズ
る
ト

あ
る
九
「
他
者
の

J
h
F悦
好
に
人
れ
た
世
人
格
的
内
律
権
』
論
の
け
り
川
崎
h
v
c
r
れ
は
、
子

体
た
る
例
人
が
幽
E
m
y
人々
日ヘ
E

の
湯
女
維
ャ
日
・
発
展
さ
戸
、
る
べ
く
、

政
治
怪
力
の
術
品
、
ニ
絞
制
に
つ
い
て
従
米
に
も
ま
し
一
I
J亡
の
役
割
を
果
た
す
こ
乙
が
ふ
の
コ
れ

る」

ζ

ず

る

そ
1

〕
て
、
松
芥
数
M
M
の

み
ん
な
で
裕
仁
や
ろ
っ

4
H

の
憲
法
？
の
掠
明
に
部
分
的
に
泊
応
ず
る
ー
も
の
が
あ
る

｝ 
〕

は
、
松
川
数
民
り
ブ
ロ
ヒ
ス
市
川
市
に
刻
し
て

4

止
の
沖
解
！
町
正
小
し
て
い

L
か

L
、
松
井
同
抗
日
拭
の
／

υ
hじ
ス
リ
問
権
利
訟
は
、

っ
け
大
き
へ
は
難
庁
チ
／
悩
よ
八
〈
い
Y
G
O
H出

に
、
列
挙
さ
れ
て

ρ
な
J

権
利

η
な

J .  
.r 
P ご

政
治
参
加
に
不
可
欠
な
液
J

札
と
そ
う
で
な
レ
福
引
い
ん
よ
い
か
に
見
分
す
る
か
う
L

い
う
ご
と

つ
ま
り
、
河
口
刊
は
治
的
フ
口 γ 

一、、一



セ
ス
に
不
可
欠
な
権
利
か
と
い
う
判
断
は
、
実
体
的
価
値
判
断
主
必
川
女
p

す
る
の
で
は
ぷ
い
か
〉
い
ろ
批
判
で
あ
る
に
こ
の
批
判
は
、

結
同
の
と
こ
ろ
、
ブ
円
セ
ス
的
保
利
説
子
、
裁
判
朽
の
ム
天
体
的
川
伯
判
断
の
問
忍
を
刊
避
で
き
て
い
な
い
h

一
と
を
お
続
「
ノ
る
も
の
で
あ

お
に
、
バ
ー
ん
叩
・
身
体
の
処
分
に
同
十
る
日
J
U
決
定
権
、
リ
ヴ
円
ダ
ク
J

ョ
／
に
閑
ず
る
JJ「
L
決
定
位
を
宗
法
の
胤
止
に
よ
り
が

分
的
に
保
除
す
る
と
い
う
弘
弁
孜
捻
の
ギ
張
ゲ
、
？
？
句
、
｝
の
肉
、
七
時
救
授
は
、
、
）
（
り
形
’
J

刊
的
決
処
を
多
用
「
る
こ
と
は
、
？
一
ら
の

述
端
的
義
的
を
短
打
山
間
r
J

危
険
な
手
ん
で
い
る
1

ζ

い
ろ
。
了
も
L
形
式
的
梨
拠
zv一
実
質
的
根
切
川
、
」
狛
J
V

に
ダ
ゲ
川

γ
司
令
、
て
」
に
は
れ
ば
、

一γ山
法
的
八
心
明
文
に
摂
拠
を
有
す
る
主
体
約
な
権
利
川
仮
店
内
」

と

古
代
表
氏
ム
下
剤
プ
口

k
ス
（
り
住
持
・
祈
完
の
た
め
の
ア
絞
り
引
な
権
利
用
点

日
円
」
と
ト
ピ
つ
川
町
店
廿
得
本
権
切
に
リ
川
以
下
さ
る
宮
戸
寸
な
く
な
り
、
民
、
ム
下
設
の
ほ
院
付
主
r
q
一
根
拠
に
宍
体
的
基
本
権
問
土
原
則
と
し
て

否
定
す
る
こ
mv
背
己
売
が
減
殺
さ
れ
て
し
ま
う
｝
と
に
な
る
と
い
う

F

そ
し
こ
、
松
井
教
授
の
♂
手
続
的
＃
本
格
観
が
日
本
同
室
、
、
仏
心

弓
ち
に
伴
h
J
る
松
机
hbr見
い
だ
す
た
め
に
は
、
意
は
が
明
文
で
似
品
川
中
す
る
必
本
持
が
市
児
玉
正
義
過
程
へ

U
L

な
参
加
と
い
う
縦
点
か

ら
一
統
一
的
H

説
明
し
ね
る
も
（
り
て
ん
弘
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
弓
の

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成
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以
ト
、
松
井
教
授
の
ブ
ロ
て
ス
的
権
利
説
ナ
ピ
江
川
観
い
て
き
た
が
、
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
権
利
の
保
叫
す
政
官
ブ
円
七
ス
に
委
ね
る
と

松
川
川
救
校
の
ブ
U

七
ス
限
前

た
裁
判
庄
の
実
体
的
料
情
判
断
の
問
胞
は
、
権
限
ア
ツ

しょ
1
1
京

rは
賛
同
で
さ
右
し
が
、

υ

ー
チ
も
H
2
ゎ
制
す
る
｝
も
の
で
あ
る

五

従
来
の
字
説
の
検
討

こ
れ
ま
で

の
学
説
心
検
討
を
行
コ
て
き
た
が
、
日
刊
棋
の
年
一
九
の
共
通
々
は
、
ど
の
よ
う
な
住
利
が

条

も

5
料
貯
と
れ
る
日
J

と
い
う

い
わ
ば
権
利
の
↓
天
体
一
け
側
面
に
焦
円
、
を
中
亡
て
一
一
同
誌
を
行
3

て
い
る
こ
川
う
こ
ζ

て
ゐ
る
。

人
情
的
立
作
権
訟
に
お
、
ず
は
主
治
的
汁
日
仲
れ
い
に
不
司
欠

F
J
5
7か
と
い

一i

般
的
再
出
権
説
（
ド
波
一
礼

J

に
お
い
て
は
活
資
ぷ

恨
の
レ
ベ
ル
で
人
格
的
杭
拾
に
不
ォ
欠
か
Y
3
hーんと
h
v
h
つ
形
で
、

ヴ
口
七
ス
的
沼
市
引
い
訴
に
お
w

て
は
実
体
的
泌
が
い
山
比
一
ゲ
一
否
定
す
る
も
わ
の



r日

政
治
山
容
貯
に
不
吋
欠
か
ど
う
か
と
い
う
が
で
、

一
一
条
の
も
と
で
保
障
3
れ
る
桜
引
を
し
し
P
に
絞
る
か
乙
い
え
ー
こ
と
に
ん
点
を
置
い
て

ミ
fL
～J

こ
の

の
保
障
の
範
同
門
に
大
き
な
げ
が
即
容
を
り
か
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
日
じ
決
定
怪
に
つ
い
て

引
に
、
白
ピ
仇

J、
円問

は
、
先
h

う
に
、
ぺ

i

ん
で
身
体
ピ
閉
す
る
汀
己
、
社
限
定
始
、
リ
ブ
ロ
ダ
々
ン
7
4

〆
、
家
肢
の
維
持
・
形
成
に
関
ァ
る
権
利
に
つ
い

て
は
栄
治
審
査
が
旭
用
さ
れ
、
仙
川
け

d
己
決
定
権
に
は
総
洛
審
A
H
ト
υ
泊
別
々
斗
切
れ
な
い
と
す
る

U

し
か

L
、
列
挙
さ
、
札
て
い
白
い
権
利
の

λ
日
叫
乙
万
三
、
ル
厳
格
一
体
十
九
H
h
r
適
用
さ
れ
る
持
初
、
と
さ
？
で
は
い
催
列
に
は

iwで
き
る
一
り
か
疑
問
で
占
め
る

U

、
」
れ
は
、
紙
片
の
ご
ろ
、

リ
カ
に
お
告
げ
る
実
体
的
デ

1
1
・
プ
ロ
セ
ス
む
領
域
で
科
目
活
と
ぷ
っ
て
い
る
乙
の
よ
う
ぷ
権
利
が
設
抑
制
否
貨
の
及
ぶ
北
川
本
抗
議
引
で
あ

F
N
N

－
 

る
か
と
し
う
問
題
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
怒
わ
れ
る
し

こ
の
よ
う
へ
芯
同
一
一
条
の
も
1r
で
保
町
治
さ
れ
る
作
利
に
つ
い
て
、
格
利
心
中
ょ
ん
仏
的
人
日
間

E
に
焦
点
在
当
て
、

一
一
次
ふ
の
も
1r
で

川
－
ば
い
さ
れ
る
権
利
1
ぐ

77つ
で
ほ
い
権
利
に
い
A
J
し、

き、
h
に、

一
一
条
の
も
と
で
保
叫
附
さ
れ
る
防
相
利
の
う
ち
一
、
厳
格
審
ん
は
が
流
泊
さ
れ

る
権
利
L
〆
り
て
の
ノ
で
な
い
権
問
に
υ円
分
「
ず
る
こ
と
は
、
悼
の
、
判
官
の
実
体
的
価
俳
判
断
り
問
題
な
M
加
を
し
、
尺
ム
丁
王
義
一
り
も
と
で
の
一
円
灰
岩
査

（
り
飢
山
、
か
、
り
重
大
町
一
一
疑
義
が
手
〕
る
こ
と

ιfG
る代

桟
限
7
プ
口

l
ヰ
と
そ
の
己
主
主
刊

権
限
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は

で
は
、
権
限
ア
ブ
円
、
子
ば
、
従
rれ
の
学
説
の
出
店
、
え
ム
ピ
控
vfー
を
い
か
に
兄
服
す
る
む
ご
あ
ろ
う
か
の

ま
ず
、
権
限
ア
ザ
円

i
手
が
ζ

り
令
十
つ
な

l
J凶作十九
H
河
市
で
み
る
か
を
説
明
す
る
口
権
限
ア
ブ
ロ
手
は
、
引

Jや
さ
れ
亡
い
な
い
権

川
勺
？
」
－
J
J
A
I
L

Z
I－
－

ν

、－

て
J

る
権
利
と
は
等
の
守
存
t
J
N（

J

権
利
と
そ
う
で
な
い
権
刊
の
λ
円
分
を
不
定
1

、
一
叫
に
守
さ
れ
て
い
な
U

権

引
州
ぃ
士
弘
前
九
可
決
と

L
て
捉
え
、
そ
れ
を
寸
法
官
査
に
よ
り
保
設
す
る
こ
と
を

U
F
Jと
す
ゐ
c

権
恨
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
で
山
以
降
予
れ
る

ア
メ

日記 I、江主＇ (ii) :1キ：34J 三70 [2川什日、



私
的
領
域
と
は
、
一
凶
律
b
r
i
q
J
K
M
配
慮
と
苧
苦
と
い
コ
た
個
人
的
な
事
柄
に
悶
わ
る
領
同
別
で
あ
る
二
ん
て
1

げ
て
、
権
限
ア

7υ
ー
テ
は
、

政
討
が
広
的
知
域
を
公
げ
は
八
戸

J

引
刊
誌
川
以
外
幻
現
市
で
制
約
す
る
こ
と
を
禁
土
す
る
。
そ
む
意
味
己
、
持
阪
－
／
フ
口
、
チ
の
保
障
」
2
今
私
的

領
域
は
、
切
り
札
M
H
I
Z
4

有
f
る
υ

で
ど
し
、
私
的
領
域
が
偶
人
的
な
事
択
に
関
わ
る
沼
崎
だ
か
ら
こ
い
つ
で
、
あ
仏
ゆ
る
日
出
子
ぞ
い

に
た
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
心
w↓
扶
ー
の
こ
と
な
が
ら
、
他
者
や
社
会
に
危
告
を
加
え
る
よ
有
な
白
出
は
私
的
領
域
か
ら
ぶ
外
さ
れ
る
こ

他
方
亡
、
権
限
ア
プ
ロ
ヂ
は
、
松
汁
数
民
り
ブ
ロ
ヒ
ス

た
列
挙
3
れ
て
い
な
い
権
利
の
が
院
に
際
し
て

7, 

一
裁
判
官
の
文
体
抗
州
畑
一
判
断
む
問
題
）

｝
て
す
可
制
寸
J

るし

で
は
、
権
限
ア
ワ
円

l
チ
か

い
か
に
し
て
法
判
守
ハ
γλ
体

rd怖
伯
一
判
断
の
間
人
垣
を
阿
波
［
（
つ

お
で
中
山

る
J

こ
の
田
町
出
は

一
Q
八一

列
本
ぎ
れ
て
い
白
い
格
利
の
保
温
に
際
し
て
の
裁
判
立
の
役
割
は
川
か
J
い
う
問
題
「
お
渡
し
て
い
る

J

梧
山
肌
ア
J

プ
門
一

1
チ
は
、

裁
が
い
引
い
れ
い
り
実
体
的
い
恰
判
断
心
同
居
を
肝
避
す
る
た
め
へ

一、柱限）

の
理
庄
に

権
利
の
安
心
仲
で
は
な
く
政
府
の
介
入

仕
山
ト
日
山
を
あ
て

つ
ま
打
、
権
限
ア
ブ

7
i
チ
の
も
と
て
心
裁
判
活
心
役
割
は
、
政
府
の
格
取

一
介
人
〕
が
公
共
の
悩
件
に
消
ム
円
「
ず
る

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

n
 

o
 

o
 

亡、お日

裁
刈
｛
巳
の
慨
知
崎
町
川
J

し
れ
力
体
な
完
全
ピ
拡
除
「
る
と
い
う
も
の
て

ωな
い
o
u判
が
注
意
な
孜
副
心
介
人
て
あ
る
日
の
吋
寸
断
I

山
際
し
て
、
リ

J
十下、人X

 
F
 

か
否
か
な
ず
も
む
す
る
と
と
に
あ
る
に

ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
で
刻
除
3
れ
る
の
は
、

個
人
の
白
叩
的
決
定

へ例、

辺
徳
的
制
点
か
ら

の
同
性
没
者
の
性
的
白
川
叶
の
必
制
〕
乞
阻
工
口
す
る
よ
う
た
政
府
の
人
八
人
で
め
る

r

こ
の
、
ぞ
つ
に
、
権
限
ア
ノ

υ

ヲ
は
、
従
世
の
ヤ
説
む
よ
う
に
株
利
の
実
体
の
側
百
に
焦
点
J

と
し
て
、
法
判
r円
の
役
割
を
実
体
的

権
利
刊
の
創
出
の
で
つ
な
積
械
的

hrrt
の
〉
三
ヲ
る
の
で
は

q
’
＼
、
定

i

お
な
政
府
の
介
入
の
抗
除
乙
い
う
消
極
的
な
も
の
／
て
J
る
こ
と
で
、

裁
判
官
の
実
体
的
価
値
判
断
を
刊
避

T
句
、
た
だ
、
権
限
ア
ア
ロ
ー
ヰ
が
裁
判
刊
の
い
た
体
的
川
値
汀
断

JrE涯
了

J

る
と
は
い
っ
て
北
、

裁
吋
｛
E
D
慨
世
判
断
は
小
川

4

避
で
あ
る

U
L
か
7
v
、
批
准
限
ア
プ
ロ
ー
チ
の

J
Pと
で
の
政
引
の
介
入
に
つ
い
亡
の
ん
じ
定
牲
の

4
断
ζ

光
ピ

み
た
列
挙
、
づ
、
れ
て
い
は
し
い
q

リ
弛
引
引
の
保
障
に
お
レ
て
閉
山
川
混
と
は
る
裁
判
官
の
実
体
的
価
情
日
断
主
同
じ
筒
恒
判
貯
と
考
え
る
べ
舎
で
は
な



r日

し
仁
前
者
の
判
断
は

決
判
官
の
実
体
的
知
伸
判
断
の
問
山
崎
を
考
え
る

l

係
者
心
判
断
い
に
べ
て
透
か
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

:h 

裁

判
自
身
が
片

山Ii

他〉台、
あ

町

つ
も
0) 

中
戸ふく

ff: 
的

保

護
る
仇
｜続
十i
を
前
視
す

る

住
限
マ

プ

ー＂

J、
円問

の
よ
う
に
裁
判
口
の
判
断
を
消
科
的
な
も
の
に
限
定
了
る
こ
と
に
は
、
円
以
な
苦
味
ド
見
い
だ
ミ
し
れ
る
よ
う
に
巳
わ
れ
る
υ

ま
之
、
裁
判
一
れ
の
役
割
を
山
根
的
な
も
の
に
以
｛

E
qる
こ
こ
は
、
民
主
主
え
こ
の

4

シ
ブ
ワ
ク
？
の
は
避
を
考
え
る

i
c申
袋

r
な

一
C〕

る
口
介
入
の
審
査
に
よ
っ
て
、
司
法
寺
丘
の
僚
会
は
増
太
一
日
る
が
、
権
限
γ
。
ブ
ロ
チ
の
も
／
一
で
の
裁
判
刊
行
の
山
い
ま
は
績
叩
的
に
権
利i

を
創
出
す
る
の
で
は
な
い
c

ー
た
が
っ
て
、
権
限
フ
ブ
ロ
ー
チ
は
、

一
糸
口
取
り
抑
え
品
荒
川
守
一
刀
ポ
山
誌
的
な
り
犠
打
引
の
創
出
と
司
う
問
題

、ドエ
4
七社
1
y

一
コ
ン
ブ
リ
ク

夜
間
心
介
入
の
ふ
号
、
合
に
よ
れ
り
せ
法
事
貨
の
帥
叫
ん

p
p増
大
し
ケ
戸
し
し
て
も

は
な
い
よ
う
に

R
わ
れ
る

必
ず
し
も
氏
ム
下

は
日
刊
避
で
き
る
し
、
一
の
よ
う
に
考
え
、
れ
ば

で
は
、

以
十
枚
♂
し
と
き
に
持
閉
山
r
f
口

l
t一J
C
m胤
白
4

か
ら
は
、

い
か
な
る
権
利
と
し
て

条
の
も
と
で
い
川
ん
泊
さ
れ
る
権
利
は

｛
キ
人
川
叩
比
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か

v

権
限
ア
ブ
つ

l
Jナ
は
、
政
府
が
汁
円
い
ん
i

的
山
介
入
で
き
な
い
広
的
領
域
b
f
似
殺
す
る
こ
と
を
向
的
1
／
す

ザ

h
V
3
む
の
ヤ
、
め
少
。
ハ
、
」
心
人
山
川

「
井
布
、
白
此
」
、
幸
和
迫
求
に
ハ
バ
す
る
桧
利
」
と
い
よ
ノ
LL～
一
三
円
ば
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
私

条

的
領
域
、
F
1
げ
て
則
一
解
す
る
べ

こ
の
忠
則
領
域
に
お
い
て
は
、
お
に
陀
た
き
ノ
ヘ

列
挙
さ
れ
て
い
な
い
権
利
の
な
か
で
列

手
さ
れ
て
い
る
権
引
と
同
守
の
川
容
を
持
つ
権
利
と
そ
う
三
な
」
株
利
の

μ分
は

v

内
定
さ
れ
る
、
と
考
え
ゐ
べ
き
で
あ
ろ
う
っ
そ
ヲ
ニ
＼

権
限
目
プ
ロ
ー
チ
は
、
作
品
川
官
の
下
、
九
仲
的
江
川
伯
判
断
を
同
逃
ず
る
た
め
に
、
私
的
領
域
の
実
体
で
は
な
く
、
政
治
の
介
入
が
公
共
の
制

祉
に
長
づ
く
介
人
と

L
て
U
当
化
さ
き
ア
臼
か
ど
う
か

つ
ま
り
、
権
限
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
私
的
向
域
に
対
ず
る
政
府

の
介
入
の
r
l
ψ
i
M
円
を
阿
川
パ
、
政
討
の
権
限
の
限
界
合
設
定
一
o
J
Q
h
一
と
で
、
左
京
心
政
出
の
わ
人
か
ら
の
丸
山
と
し
て
広
前
領
域
を
保
除

ム
o
J
Q
？もの一
γ
よめ司令。

Iγ
ケ
引
っ
と

－
条
が
放
刈
叶
｛
れ
－
dv
だ
体
的
怖
い
恒
叫
寸
断
の
問
題
キ
一
抱
え
る
以

i
、
権
限
γ
ブ
円
チ
の
わ
い
料
品
川
領
域

の
れ
ふ
お
引
の
枠
組
み
は
そ
の
主
主
妥
当
ず
る

2
考
え
る
べ
ぢ
で
↓
の
ろ
う
c

日記 I、法学） "" :1キ；）ti） 三72[2υ1什日、



し
し
－
ノ
パ
？
ハ
4
1
h
y

コ

L

O
柄
↓

H
t
b

一
一
一
条
の
も
L
Y

で
保
障
さ
れ
る
持
引
は
、
以
ー
の
よ
う
に
定
犬
山
】
で
き
る
、

一
石
川
が
保
障

F
る
の
は
、
個
人

の
打
訂
な
泊
一
域
で
あ
る
以
的
領
民
「
「
バ
パ
」
ム
川
」
、
「
ロ
ヨ
、
「
内
福
山
4
4

ぷ
に
対
す
る
権
利
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
的
領
肢
の
保
除
に
つ

パ
ド
て
、
問
題

r
な
る
の
は
政
財
の
古
人
の
正
υ

で
あ
る
。
つ
ま
り
、

二
条
は
、
私
的
組
成
に
対
す
る
政
一
川
の
介
入
の
正
当
什
vT
裂に求

ず
る
い
ご
、
で
、
政
引
の
権
限
の
限
界
を
設
定
L
公
共

um祉
に
適
ム
r
L
な
い
市
民
中
古
の
政
引
の
引
約
か
ら
り
弘
山
と

L
て
打
私
的
領
域
を
保

障
し
て
い

切
り
札
と
し
て
の
人
権
と
権
限
ア
プ
ロ
ー
チ

権
限
P

＼
ブ
ロ
ー
チ
と
印
税
に
介
入
に
佐
芹
4
4
て
当
て
る
γ
ブ
ロ
ー
チ
は
、
的
引
に
も
見
ら
れ
る
〈
そ
、
れ
が
、
長
谷
部
だ
出
教
授
の
切
打
化

と
し
て
の
人
枠
で
あ
る
長
谷
部
救
出

t
rよ
れ
ば
、
人
旅
と
は
人
が
人
で
ト
め
る
と
し
し
戸
一
仏
か
ら
勺
然
に
認
め
ら
計
る
住
利
で
あ
h
、
メ

れ
は
社
会
人
工
悼
の
利
益
を
川
崎
町
に
制
約
手
れ
え
な
い
と
い
う

J

そ
れ
以
外
は
、
す
べ
て
社
会
〈
工
作
む
利
討
の
た
止
に
保
附
さ
れ
て
い
る

二
「
、
え
な
い
棺
利
で
あ
3

て
、
い
れ
会
全
体
の
利
げ
は
の
た
め
に
制
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
説
甚
は
、
凶
け
札
と
し
ず
の
人
権
て
あ
り
、

品
川
者
h
公
共
の
む
？
立
に
去
っ
く
権
利
で
あ
る
と
「
る
「
長
谷
部
教
授
同
よ
れ
ば
、
切
れ
札
と
し
1
心
人
権
こ
Z
が
本
来
の
人
権
と
い
ふ

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

乞
い
位
す
る
L
Y

い
と
ノ
「
長
ハ
八
日
出
教
校
は
、
切
り
札
と

μ

て
の
人
権
を
、

一
久
ん
の
前
段
か
ら
与
さ
＼
そ

コ
、
亡
主
二

L
一

l
r
L
i
o
ょ

ム
つ
に
説
明
す
る

ν

「
政
治
的
じ
ん
主
的
多
欽
派
の
決
〈
に
対
抗
寸
る
京
税
刊
か
一
様
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、

い
か
な
る
個
人
で
あ
っ
て
も
、

J
U

、
〆
そ
の
人
子
山
口
律
的
に
生
き
よ
ミ

ζ

ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
多
数
首
の
意
思
に
抗
し
て
で
ふ
似
障
さ
れ
る
べ
き
定
利
で
あ
り
、
げ
の
占
有

い
は
「
似
人
の
人
格
の
収
押
的
山
一
等
に
ボ
め
ら
れ
る
と
い

つ
ま
り
、
切
h
札
ζ
1
J
て
の
人
保
山
川
、
「
政
治
的
社
会
的
多
激
派
が

日
む
こ
乙
、
信
心
な
ご
乙
の
み
な
む
う
権
利
刊
で
な
く
、
れ
一
し
ず
つ
多
ヰ
以
が
望
ま
む
こ
と
、
定
4
ハ
キ
弁
え
ね
行
い
を
す
る
議
利
」
を
保
除

ず
る
い
ご
、
に
池
な
ら
な
、
。

cあ
る
。

こ
U
よ
う
に
は
る
と
、
切
り
札
と
し
て
の
人
権
以
、

一
見
す
る
1
j
k米
心
人
権
込
町
、
に
さ
は
ど
変
わ
h

り
が
な
い
よ
う
に
恐
壬
竺

1！メ人民半、 Gi ＇ス137＇に7;31201() ~， 
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r日

、J

、
切
一
リ
札
L
Y

し
て
の
人
性
は
、
以
卜
の
一
つ
の
主
ゼ
、
従
市
山
の
人
権
論
と
は
決
定
的
に
具
合
る
、

う乙刀
u

長
ハ
へ
円
部
教
長
引
開
「
戸
、
w
h
下
け
る
の
は

Q
 

ハυ－
 

U
 

フ4「4
 

g
 

ド
ル
ノ
グ
？
ブ
ィ
は
己
一
徳
的
に
同
十
蒸
し
亡
い
る
ゆ
え
に
そ
の
川
肢
を
禁

d
し
た
り
、
三－o

 

p
pナ

ム一仏

、
札口

第
一
に
、
切
り
札
と
1

v

て
の
人
怪
は
、

H
パ
体
的
行
為
の
川
円
日
を
保
障
L
J
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
特
心
心
沖
！
と
自
斗
を
制
約
手
れ
な

J、
円問

U

こ
い
う
こ
y
、
を
保
障
、
、

1Jか
15ぞ
れ
を
粕
汁
的
に
禁
止
ず
る
と
い
F

つ
も
り
で
あ
る

J

つ
ま
h
、
切
り
札
と
し
て
の
人
権
に
h
u
い
て

重
告
白
の
は
、
制
約
の
一
連
出
」
で
あ
る
。
で
は
、
切
れ

2

札
こ
し
て
の
人
権
が
休
刊
除

γ
る
引
約
の
辺
出
乙
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

z
のqhfν
い司みは

マ
ル
ク
ス
主
義
は
以
っ
た
削
弘
前
ゆ
え
に
マ
凡
ク
ス
主
義
心
出
放
を
栄
止
し
た
い
り
す
る
場
ム
円
で
あ
】
I
G
〈
こ
の
よ
う
な
場
ム
ベ

円
分
の
選
択
し
と
化
き
ん
や
考
え
方
が
州
伏
木
市
に
誤
っ
て
レ
る
か
ら
と
レ
ベ
ノ
持
山
川
に
県
つ
司
て
再
定
、
デ
れ
、
切
り
札
と
し
て
の
権

利
は
り
池
宮
大
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い

弘前

一日人、

M
h
札
と
し
て
の
人
権
は
、
個
々
む
具
、
私
的
日
人
権
ど
力
一
ア
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
も
の
て
は
な
く
、
人
権
の
一
般
的
な
性
格
や

注
べ
と
い
る
L
Y

い
う
ご
と
ポ
あ
る

J

つ
ま
り
、
と
の
権
問
L

あ
つ
え
も
制
約
似
仰
や
制
約
佐
川
慨
に
よ
っ
て
は
、
切
り
札
と
し
ν

に
の
人
権

巧
で
し
て
、
対
り
札
と
し
て
の
人
格
ぷ
、
「
政
治
実
践
の
漏
成
的
解
釈
を
誠
司
寸
心

ぶ

L

、
Z

の
一
内
包
と
件
延
ピ
コ
し
い
て
は
、

1

特
ど
の
政
，
m
u
j
、
肢
と
の
限

U
関
係
心
中
で
明
、
り
か
に
な
っ
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
一
ゐ

が
何
時
唱
に
泣
る
場
企
か
ふ
る
と
い
ぷ
」
と

と
は

1
九
、
す
L
て
の
菜
ιA
丘
町
人
権
UJ
切
り
札
と
、
ν
て
の
機
院
を
北
川
町
内

rる
こ
は
い
っ
て
も
、
そ
の
治
手
山
川
、
よ
十
〈
T

的
人
権
の
性
質
や

は
な
：
、
人
権
の
切
り
札
川
udγ
文
脈
次
第
乙
い
う
ご
乙
に
1
J
るロ

対
抗
す
る
引
刊
日
ハ
に
I
U
じ
て

こ
の
も
で
そ
／
仁
、
長
谷
お
紋
授
の
切
り
札
〈
し
て
の
人
権
の
料
従
は
、
高
橋
和
三
救
M
M
が
υ卜
引
が
す
宇
よ
う
に
、
「
人
絡
が
絶
対
的
に
保

障
さ
れ
る
範
許
令
程
度
を
入
、
怪
の
側
か
ら
ー
山
記
？

い
百
日
る
述
由
で
あ
れ
ー
崖
家
権
力
の
J
V

ち
寸
へ
る
、
」
こ
り
で
き
な
い
人
、
権
領
域
J
U
Y

－ー停一

み
ヘ
庁
に
あ
る
i
o

つ
ま

止
し
よ
う

t
いh
t

の
で
は
人
午
＼
人
権
領
域
へ
の
ん
ノ
人
の
叶
心
を
川
家
権
力
の
掲
げ
る

iil 
1+1 

ゎ
、
一
公
権
力
、
レ
同
氏
の
ぺ
活
に
介
人
し
」
う
と
す
る
際
の
料
山
を
夜
間
と
し
、

m
肥
川
に
咋
山
川
と
し
て
は

J

ぼ
ら
な
い
政
由
一
ぜ
も
っ
て
介



7
 

入
す
る
場
合
主
ー
人
権
P

いは
1
－
↓
と
観
今
、
〕

trL｝
ト
ー
？
ち
の
」
な
の
で
あ
る
一
そ
の
さ
味
で
、
初
一
り
札
と

L
て
の
人
様
は
、
「
個
人
の

判
定
の
吹
求
や
む
九
を
国
在
吐
い
り
か
り
防
御
す
る
と
い
つ
よ
れ
も
、
川
家
が
権
力
を
行
使
す
る
際
に
仏
拠
ず
る
4
4
4
H
を
凶
作
ず
る
も

。J

切
り
札

vrJて
の
人
片
況
が
昨
日
除
す
る
「
純
討
に
市
州
市
と
し
て
は
収
、

J

日
い
在
自

ζ

は、

川
間
人
の
ヨ
き
ん
の
法
相
心
や
州

組
、
そ
の
政
治
的
な
主
去
や
意
民
立
ど
が
、
む
会

内
－

否
定
一
α
2
4
0
現
出
で
ふ
ぬ
る

U

こ
の
ふ
、
1
ノ
に
、
切
り
札
乙
し
て
の
人
権
は
、
一
給
付
れ
に
は
筑

F

け
さ
れ
る
規
制
斗
的
、
一
02

な
わ
ち
k
i家
持
力
の

浪
芥
一
乞
和
付
け
る
こ
と
に
そ
の
十
日
目
立
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
〈

の
F
L怖
心
阜
、
選
好
な
こ
と
呉
引
っ
て
い
る
ー
こ
い
う
し
さ
な
恒
人
の
汁

LrJ／一

切
り
札
と
し
て
の
人
F

維
と
徒
浪
ア
つ
口

l
tア
は
、
攻
内
が
包
人
の
必
く

心
情
相
印
7
f
L

む
も
の
を
否
定
す
る
許
巾
で
行

宵
き
止
さ
方

動
す
る
こ
と
と
余
け
す
る
と
い
う
山
L

お
い
て
共
泌
出
、
女
布
す
る
そ
の
意
阪
で
、
切

η
礼
と
し
て
の
人
権
と
権
限
ア
プ
リ

1
1ア
は
、

お
な
じ
み
の
素
vわ
な
人
権
劃
一
ょ
ん
υ欽
す
る
も
の
で
あ
る
と

北
ハ
に
県
本
的
人
悼
悼
の
不
可
浸
性
心
ふ
強
訓
ず
令
山
本
川
円
台
ぃ
訟
の
も
と
で
の

い
え
よ
う
っ
た
だ
、
権
限
ア
ゾ
コ

l
J
は
、
川
叫
わ
F

引
？
と
し
て
の
人
権
と
は
見
な
り
、
す
べ
て
、
り
人
権
に
妥
当
す
る
も
り
で
は
な
く
、
ベ
ル
一

本
的
に
は
列
挙
さ
れ
て
い
以
い
権
利
の
領
域
で
丘
一
編
叫
ん
乙
品
川
揮
す
る
も
の

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

私
生
活
上
の
自
由
と
権
限
ア
ブ
円
チ

T
八に

一
久
人
九
関
「
る
M
H
切
の
検
朴
正
通
じ
て
、
持
限
ア
ブ
ロ
チ
の
妥
当
性
を
検
討
〕
て
い
く
こ
に
に
寸
る
一

以
前
裁
は
、
こ
れ
ま
で
検
討

L
て
き
た
学
一
説
の
う
ち
、

ζ

の
Jhに
止
っ
か
に
つ
い
て
明
誌
な
安
勢
合
不

L
亡
い
な
L

－
J

？子
7

V

Z
以

両
rNm
は

初
か
っ

一
一
足
の
具
体
的
持
利
性
に
r

布
日
ー
て
お
れ

士

会

が

「

ι牛
活
！
の
出
斗
」
を
保
障
L
て
い
る
と
い
う
こ

私
生
ァ
山
上
心
rJ山
に
吟
ず
る
判
析
を
慨
鋲
し
、
時
折

／｝
L
古
川
隊
に
し
て
h

る
n

－AT
で
は
、

W

一一ヤ

一
弘
司
市
上
の
白
山
」
乙
い
品
川
丸
山
が
初
め
て
円
以
ぬ

L
た
の
は
、

一
3）

生
が
争
わ
れ
戸
工
川
小
都
町
、

r
p
J

連
事
件
で
あ
る
。
本
川
仲
代
で
は
、
一
窓
法

刊
恥
有
仲
帆
判
対
に
お
い
亡
、

， 
-

対
す
｝
白
一
う
只
帰
影
山
八
u
i
E
E

ゐ
一
条
は
、
’

E
氏
む
u
h
止
活
一
心
向
山
が
、
警
察
権
世
J

の
凶

1！メ人民半、 Gi ＇ス1001に7c '2010 ~， 



r日

家
権
十
心
心
行
使
い
一
対
三
L
V
A
U
川
附
設
さ
れ
る
べ
き
、
こ
を
規
定
、
）
て
い
る
こ
と
古
認
め
、
こ
れ
を
川

d

後
梓
と
祢
ず
る
か
ど
？
か
は
別

と
し
て
、
少
な
く
と
も
、

H
巾
な
珂
叶
も
ん
1

い
の
に
、
個
人
の
い
持
ぼ
う
与
を
投
影
「
る
」
こ
は
、
窓
法
一
一
条
の
越
己

Hr

J、
円問

反
L
、
計
予
れ
な
い
も
の
一
い
？
わ
江
汁
れ
ば
な
ら
な
い
」

ζ
L
三

J

し
て
、
本
判
泳
三
は
、
「
秘
生
活
卜
の
日
出
の
つ

f
て、

作
人
も
、
そ
の
ぷ
議
な
し
に
、
み
だ
り
に
そ
の
存
は
う
‘
浮
か
、
」
／
｝
出
向
泌
さ
れ
な
い
円
出
』

z
V
｝
訟
必
た

U

そ
の
ト
で
、
木
司
決
は
、

そ
の
承
認
日
し
に
、
み
た
り
｛
～
そ
の
容
ぼ
う
・
奇
熊
！
な
民
知
影
さ
れ
は
い
汁
一
山
川
」
に
刻
L
u
f
令
制
約
が
一
市
当
な
刈
出
ー
で
あ
る
ひ
ど
う

か

hv
問
題
し
c
tた
c
半
判
決
は
、
一
現
に
犯
ザ
が
行
な
わ
れ
も
し
く
は
行
弓
わ
れ

f
乃
ち
問
、
い
な
い

、
れ
る
一
山
場
ん
は
で
ふ
r
つ
に

t
h
M
も
社
拠
山
守
一
九
十

安
売
お
よ
び
緊
笠
吐
か
お
り
、
カ
っ
そ
正
撮
影
が
般
的
に
詳
ム
存
さ
れ
る
限
度
吉
こ
え
な
い
お
い
叶
」
一
ぱ
刀
法
を

も
っ
こ
行
な
わ
れ
る
と
き
で
め
る
、
一
の
よ
う
な
場
合
に
訂
伝
わ
れ
る
警
察
内
に
よ
る
写
古
一
探
影
は

ユハ
U
4
1
h
m求
心
中
に

ー

：

J
C

引
z
y
rいみ
ア
」

C
ほ
か
、

犯
人
心
九
月
辺
ま
た
は
被
》
偲
い
と
さ
れ
た
物
作
の
ぶ
く
L

い
や
に
め
ご
わ
乞
除
外
で
＃
な
い
状
況
に
え
の
る
第
一
者
で
為

る
個
人

ろ〈
オて、

一
り
条
山
涼
庁
、
し
な
い
も
の
2
解
す
べ
き
で
為
る
と
し
た
り
で
あ

」1
f
｝」ドいら仙つ
J
K
J
B

る
J

不
判
決
は
、

1

私
宇
治
ト
の
白
作
の
一
〉
一
に
「
み
だ
り
に
ム

姿
態
を
撮
影
さ
れ
芯
い
日
比
」
♂
ム
い
ま
れ
る
と
し
f

方
、
「
私
片
活
上
の
一
日
目

f

れ
自
体
の
川
容
に
つ
い
て
は
明
、
り
か
に
持
ず
、

U
し
ろ
「
主
当
な
削
河
が
あ
る
か
と
う
か
と
い
う
介

人
訂
正
性
に
un左
右
あ
て
る
と
し
う
判
断
枠
組
古
川
叫
一
ゲ

J

た
）
こ
の
判
断
枠
組
は
、
絞
め
恥
4
1
上
の
臼
汁
が
問
題
と
仕
る
事
例
ピ

お
い
て
陪
ー
川
島
れ
さ
れ
る
戸
一
乙
に
な
る

外
国
九
勺
倒
的
札
押
い
抑
制
空

条
は
、
同
尺
の

は
、
ぞ
れ
が
山
川

j

一
に
江
コ
に
い
る
。
「
e
団
法

引
払
ぺ
i

活
上
り
｝
」
向
子
医
家
権
々
の
ノ
土
佐
ピ
対
し
て
保
詫
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
／
）
仰
刑
さ
れ
る
の
で
、
佐
人
の
な
生
川
上
の

日
出
の
つ
い
〈

L
て
、
牝
人
も
み
た
h
r指
伎
の
押
な
つ
を
強
引
さ
れ
な
J

H
口
山
刊
を
有
1
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、

正
当
主
舛
巾
も
な
く
祁
絞
の
打
な
つ
を
蚊
制
す
る
三
と
は
、
同
条
の
起
U
H
に
沢

L
C詳
さ
れ
云
レ

と
し
た
一
そ
し
て
、
衣
汗
判
決
で

日記 I、江主l前：1；~けj 三76 [2υ1什日、



は
、
「
凶
門
家
機
関
が
主
引
な
型
肝
む
な
く
指
紋
の
什
な
つ
を
強
制
「
る
一
一
〉
己
主
問
題
と
、
）
て
い
る
じ
ト
ヘ
刊
品
川
は
、
指
紋
判
h
a
つ
制
度

に
つ
い
て
、
外
凶
人
丘
録
法
が
1
i
t
j
目
さ
れ
た
院
に
、
河
庁
、

イ匁i

t、
c') 

本
れ
に
作
留
す
る
外
臼
人
心
帝
匁
を
い
川
元
服
す
る
こ
／
｝
に
け
っ
て

外
白
人
の
持
仲
間
係
及
び
身
分
関
係
を
明
情
な
っ
L
mり
、
モ
っ
て
在
税
外
M
門
人
心
公
d
h也
管
4
4
に
資
一
i
q”
と
い
っ
汗
的
を
け
民
必
ず
る

と
め
、

r
籍
制
庄
の
な
、
れ
一
よ
ヘ
け
人
物
桁
定
に
つ
、
き
最
も
服
地
中
ん
は
W

引
い
品
と
し
て
制
定
さ
れ
ん
γ
も
の
で
、
そ
の
立
法
河
川
め
に
は

i
分
な

合
法
性
ナ
μ

あ
h
、
か
っ
一
、
必
官
制
い
も
打
え
て
き
る
も
の
で
為
7

ご
と
し
、
七
百
紋
押
な
っ
杭
皮
を
定
め
た
ん
れ
百
人
件
ハ
Z
M法

四
条
二
孔
、

一
一
ヘ
条
頃
一
ハ
ー
寸
が
定
法

一
条
に
達
氏
ず
る
も
の
で
な
レ
一
と
し
f
c

さ
ら
に
、
生
且
不
ソ
ー
の
一
主
青
山
性
か
下
わ
れ
た
門
書
店
刊
以
で
も
、
一
等
い

一
条
ぽ

の
一
九
生
治
Y

京
i

一
山
が
公
権
力
の
行

伎
に
片
し
て
も
保
護
き
れ
る
へ
か
一
一
こ
1
r
y
H
M
γ
～
し
て
い
る
ー
も
の
で
あ
り
、
制
人
心
私
4
1出
（
ど
E
自
の
っ
と
し
て
、
何
人
、
弘
、
個
人

に
院
寸
7
9
倍
娠
を
み
ど
い
り
L

能
者
に
慌
一
ボ
J
ん
は
公
ぶ
さ
れ
な
い
山
住
吉
有
す
る
も
の
と
解
さ
が
る

と
し
た
そ
の
一
一
て
、
生
基

ネ
ッ
ト
M
J
「

私
活

片
由

に
対
す
る
伝
記
一
↓
か
市
円
か
（

γ甘
ん
わ
に
お
い
戸
に

「
ド
い
げ
件
、
永
ヴ
ト
h

よ
る
久
I

人
時
認
杭
吋
判
の
品
作
川
町

ミ
ば
、
法
人
4
r
C
制
収
拠
に
茶
…
っ
き
、
性
「
大
ナ
i
ピ
ヌ
一
り
山
ト
及
び
行
政
事
務
の
効
fy
十
化
と
い
＋
一
戸
市
1
4入
行
政
日
的
の
淀
凶
山
門
で
行
わ
れ

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

亡
い
る
、
も
の
と
い
う
こ
〉
カ
で
き
匂
と
、
三
「
仏
法
3

い
ヅ
ト
子
ン
ス
ネ
品
技
術
l
え
は
法
制
反
上
の
不
備
が
あ
り
、
与
の
た
め
に
ぷ

人
確
認
情
萩
UJ
法
令
与
の
俣
拠
山
叫
ん
づ
か
ず
に
，
人
は
～
止
u
－h
a
r汁
政
ロ
的
の
乾
凶
ケ
送
院

J
て
お
一
若
に
関
川
？
っ
人
は
八
ム
衣
さ
れ
る
H
ハ
体
的

主
危
険
が
牛
じ
て
い
匂
乙
い
う
こ
ζ

ー
も
で
き
な
い
」
乙
し
て
」
み

L
て
、
何
本
ト
ァ
ト
を
合
憲
乙
1

）
た
の
f

よ
め
る
。

段
高
裁
は
、
ロ
払
宇
治
ょ
の
白
叶
に
合
ま
れ
る
山
由
と
人
パ
ま
れ
な
い
日
当
を
い
別
し
て
い
r目
。
私
ヰ
活
L
L

の
け
日
仁

rch
一

台
ま
れ
沿
い
｝
」
曲
、
〈
は
ヨ
己
、
他
者
、
引
会
に
危
害
を
与
え
る
え
斗
凶
C
4め
る
。
以
一
ヘ
で
は
、

d

の
よ
う
な
主
山
刊
の
制
約
β

間
桟
こ
日
っ

こ
れ
に
対
ー
モ
、

に
事
例
ん
ゲ
↑
検
北
L
て
い
く
こ
〆
｝
に
す
る

U

川－

一
条
に
－
反
ず
る
か
ど
う
か
争
わ
れ
た
来
品
故
判
決
で
ぽ
、

開ず

八
六
条
疫
の
日
咽
博
並
河
ぃ
慌
限
界
の
処
罰
が
ム

一
始
時
行
為
は
、 利

用
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r日

一
一
叫
斗
に

H
己
の
貯
均
を

nJ］
の
好
ひ
と
子
ム
ソ
に
投
ヂ
る
だ
け
さ
あ
っ
て
、
他
人
の
貯
叫
院
を
を
の
告
に
反
し
て
侵
宰
「
る
よ
の
で
は

J、
円問

Q
 

ハυ－
 

j
 

「他
F

削
勤
労
そ
の
他
J
I
山
コ
な
閉
山
川
内
に
図
る
の
で
な
く
、
肖
江
ノ
白
出
快
心
事
情
に
河
り
ノ
財
物
の

J

獲也
1Jγ

仙
川
倖
t
ん
；
、
出
佃
争
三
が
こ
乙
き
は
、
～
臼辺

りヲ－A」i－o
 

p
pナ

ム一仏

、
札口

注
ノ
＼
止
っ
て
、

／

1
守

見
向
作
人
に
円
甘
か
さ
れ
た
山
辺
行
為
に
同
1

v

罪
思
ど
称
す
る
に
け
え
り
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
と

L
な
が
ら
北
、

パどれA
Z
V

｝
干
し
て
怠
惰
浪
費
の
弊
同
州
中
一
手
ぜ
し
め
、
北
茨
7
T
J
へ
化
的
日
牡
ム
百
円
一
ト
辺
町
中
氏

γ
勤
労
の
夫
氏
（
憲
法
第
〕
久
木
戸
司
令
ノ
町
、
J

／一

中
川
ず
る
ば

h
v
h
で
な
く
、

誌
だ

L
さ
は
昇
y打、

斤
え
口
勿
、

1
1
 強
窃
盗
ヴ
て
の
他
－
U
同
次
的
犯
罪
を
弘
前
ヰ
ー
し
又
は
ぜ
一
民
粁
済
の
機
能
に
主

脅
迫
、

大
な
汚
宇
門
す
れ
7
2
G恐
れ
す
ら
あ
る
の
で
あ
る
（
ご
れ
わ
か
一
討
に
お
い
と
は
時
パ
V
M
以
来
に
供
「
る
物
す
楕
し
た
場
合
の
外
市
f

な
7

匂
箔

博
で
も
こ
、
れ
古
川
叫
却
と
し
そ
U
快
常
宵
幅
内
、

wm場
航
船
咋
J

又
は
｛
黒
川
悦
に
泣
す
る
行
為
乞
山
訓
ず
る
一
治
以
で
d

の
っ
て
、
二

市
帆
見
公
訴
に
関
す
る
犯
Mr中
心
民
俗
と
半
口
す
る
認
で
み
旬
。
、
新
憲
よ
し
に
い
わ
ゆ
る
公
共
の
い
初
出
制
に
反
ず
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば

P
」示、コ
p
n
パ

J
1
1
L
 
「
し
だ
っ
本
引
い
決
で
、
比
は
ち
れ
る
む
は
、

条
立
川
V
J附
さ
れ
た
基

由
民
喧
と
7
d
っ
て
い
る
賄
惇
行
為
の
目
白
が
そ
仇
之
、
も

不
約
九
棺
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
之
く
、
瓜
終
ど
主
一
し
公
共
の
治
利
に

νん
す
る
と
い
う
則
一
位
二
J
h
J
、
W
拍
淳
行
為
の
盆
山
止
、
り
合
意
料
U
Jピ

認
め
こ
点
で
－
…
ら

と
の
よ
二

J

な
判
断
（
U
h
叩
剖
み
は
、
付
限
、
り
ぶ
宇
治
！
の
一
け
昨
に
ム
い
ま
れ
立
い
白
住
い
わ

d

問
題
と
な
っ
心
事
例
に
沿
い
て

陀
摂
さ
れ
る
」
と
に
な
る
c

覚
ぜ
い
剤
の
駁
売

一払
J

一
条
に
以
す
る
か
と
う
か
々
？
わ
れ
た
国
民
高
裁
判
決
で
は
、
／
ん
に
は
た
仲
間
専
凶
利
関
帳
却
の
処
笥

1hlv

勺
わ
れ
た
主
的
乙
同
一
慌
の
判
断
村
組
み
が
提
示
さ
れ
た
「
医
薬
品
を
一
般
的
に
白
自
に
販
冗
長
ワ
な
こ
合
き
止
る
／
一
き
は
ぷ
地
引

片山伎

UAtら
れ
る
烹
が
あ
る
か
句
、

か
よ
う
な
川
市
」
む
γ

阿
茶
u
川
の
ぷ
泊
山
快
尽
に
も
亡
リ
ポ
特
定
苓
数
人
の
宇
命
・
身
外
H
J
がん一

t
円
守
、
」
う

む
る
こ
乙
守
防
J
M
L
ょ
う
子
’
る
公
宍
の
保
他
衛
生
上
一
け
河
院
に
て
て
い
る
こ
ζ

殺
を
い
れ
仕
に
す
な
わ
ち
、
右
菜
主
主
戸
川

号
、
川
品
川
条
ロ
ア
J

、
h
六
条
の
川
尻
山
正
は
＋
米
憲
法
一
一
条
け
本
U
日
に
従
い
公
共
立
福
祉
の
た
め
に
必
山
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
指
定
医

薬
品
を
奴
完
綬
」
7
L
U
J
G生
J

の
白
山
を
制
約
ず
る
、
」
と
に
な
っ
亡
も
説
法

一
久
本
に
哨
um一此す

J

る
と
は
レ
、
え
な
い
一

と
し
心
－
さ
ら
に
、
山
完

条
己



ト
」
、

H
リ
十
の

可
し
斉
l

「
」
れ
を
溢

mdFる
と
き
は
習
慢
性
を
パ
じ
逃
ん
で
慢
性
同
志
t
…
刊
と
な
り
肉
体
、
精
神
上
病
的
状
誌
に
い
陀
ゎ
、

ま
ご
中
J
h

トド

、、A
l
t
f
t
↓一プ

E
η
z
r氾
）

j
v
J
J
ι

〈

社
会
公
共
に
な
ι
自
を
υ間
以
｝
叫
」
1
J
J

止
の
あ
る
こ
と
は
明
り
か
と
あ
る
」

と
L
、
党
セ
い
刈
け
の
販
売

表
ハ
ノ
ム
サ
ペ
一

一
M
！
i

J川
3
1

交
け
を
規
制
し
て
も

1

公
共
の
ー
的
祉
の
た
め
に
必
要
な
ち
の
で
あ
る
か
り
憲
法

一
一
条
に
迭
反
－
j
る
と
は
い
え
な
い

工

1
4
づ
十
h
一

呉

川

マ

ロ

？
v

i

l

の
で
為
る
。
、
」
「
で
は
、
他
者
や
社
会
ピ
対
す
る
危
書
d
r防

H
み
は
ら
以
内

J

、
川
口
己
に
刻
1
4
G
危
主
の
防
止
も
、
公
共
の
ね
祉
i

九ヘ
ru
ま
れ

る
こ
ζ

万
一
明
降
、
こ
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
ピ
、
大
麻
取
締
法
に
－
A

る
大
麻
の
栽
培
・
一
次
投
・
輸
人
・
一
川
什
心
情
J
H

の
九
じ
窓
牝
が
争
や
れ
ん
J

（幻一

門
宮
内
裁
日
決
で
も
、
被
止
n
人
は
一
憲
日
げ

イν）
ノ「、

"L[ 
条

条
、
一
六
条
違
反
古
い
う
が
、
大
麻
げ
が
I
r
l

弘
山
の
レ
う
よ
う

ι白
山
口
性

げ
か
な
レ
と
カ
右
半
口
兆
が
極
少J

て
依
い
も
の
で
↓
お
る
と
は
認
め
ら
れ
な
レ
と
し
た
原
判
断
は
桔
叶
」
で
お
る

し
し
し
、
人
一
取
の
笥
川
幻
想
制

が
わ
じ
川
山
半
口
と
川
崎
間
に

ι当
化
さ
わ
匂
一
」
l
L
を
が
し
た
の
I

ご
め
る

ま
ー
た
、
未
決
約
芸
者

む
と
で
け
の
主
主
主
J

わ
れ
た
抜
高
絞
れ
1

山
町
で
も
、

条
心
深
白
川
す
7
9
基

山
半
、
慌
の
ー
一
山
は
、
憲
法
一

不
約
九
悼
の

に
A
い
ま
れ
る
と
し

C
も、

ぁ
、
り
ゆ
る
巧
、

的
ド
お
い
て
保
誌
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
伝
い
も
の
で
は
な
い
し
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
拘
常
の
日
的
と
制
限
さ
れ
る
法
人
1

的
人
権
の
内
容
、
制
限
の
必
凶
作
な
νし
の
関
係
を
記
ら
2
4
M
Uハ
寸
る
と
、
諒
一
記
の
阜
、
煙
禁

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

止
と
い
う
建
夜
の
凶
川
の
制
限
は
、
必
廷
か
つ
む
坪
的
た
も
の
で
あ
る
と
併
す
る
の
が
相
ゴ
と
三
ー
に
い
る

r

こ
の
判
決
で
よ
ー
喫
煙

「
市
人
県
伊

J
す
こ
と
に
よ
hJ

の
白
川
門
が
む
法
l
保
障
さ
れ
た
権
利
か
と
う
か
今
、
問
〉
、
ミ
と
た
く

罪
K
M
M
H
M
減
の
h
L
そ
れ
が
あ
れ
、
ま

三
、
火
災
同
党

4
の
場
合
に
は
被
松
禁
者
の
選
定
け
か
予
刑
さ
れ
、

か
く
て
は
、

声
叶
一
杓
机
示
の
本
質
的
汁
的
？
？
注
す
る
こ
ノ
）
げ
か
ご
を
L
F
J、

「
渋
拘
禁
者
の
μ
弘
、
凶
内
に
お
け
る
火
災
子
人
送
上
一
出
大
化
縞
果
を
パ
凡
牛
s
予

子
〆
、
未
決
比
ね
な
苦
心

の訓示
d
を
前
谷
ー
モ

U、
一，,, 
~ 

一ん山、

ス

ト

カ

i
川
風
刺
法
の
合
憲
糾
れ
が
令
市
わ
孔
た
転
向
司
政
判
決
に
お

J
ζ
も、

ス
ト

ノ7

L吐

:i 

恋
安
感
恒
七
日
池

さ
ら
に
、

好
5
5
感
情
日
ブ
ゲ
表
配
Fhrる

J

げ
も
と
の
行
為
？
？
旬
、
ト
ド
子
方
の
い
ず
体
心
安
全
、
九
室
リ
の

γ
芯
u
右
し
く
は
名
岩
＼
九
N

一
存
さ
れ
、
又
は
行
山
一

手
〕
正｝
t
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r日

の
円
出
が
著
し
く
主
さ
れ
る
不
安
主
党
、
九
さ
せ
る
よ
う
た
方
法
に
よ
り
行
1

わ
れ
る
一
一
会
的
い
送
院
に
ん
っ
き
j
ζ
い
刷
、
の
行
為
す
規
制

住
者
加
山
南
ケ
副
社
両
に
ス
、
1
1
ヵ
l
行
為
の
町
市

H
ハ
セ
詳
志
し
て
し
る
υ

Q
R
 

日ーυ
 

2
 

m
 

4
 

ハし円一
f
pJ

チ
、

ぇ
I
1
0
 

同
心
ヱ
申
要
な
財
政
収
p

へ
て
ゐ
る
治
杭
の
徴
収
ゑ
一
昨
山
山
ー
す
る
た
め
、

の
対
象
ど
し
た

l
で
、
そ
の
」
ー
で
も
相
手
h
～
に
刈
す
る
け
片
山
、
八
己
居
心
が
重
大
で
、
刑
罰
に
一
昨
る
抑
制
が
必
裟
な
場
合
に
限
っ
て
、
相
子
ん

J、
円問

の
レ
ぬ
い
訂
詰
田
た
い
弘
っ
き
刊
引
を
科
づ
吉
一
〆
、
｝
｝
た
も
の
で
あ
り
、

L
か
7

へ
」
れ
に
広
反
し
ん
～
討
に
汁
す
る
法
定
刑
は
、
別
法
、
計
犯

罪
法
勾
J
D
刈
打
開
法
令
と
叱
絞
7

／

ζ
も
特
汁

主
主
パ

h
人

I
d
l
y
－
、
J
J
1
ν

ス
ト
カ
規
制
法
に
、
す

ο規
制
。
刈
存
は
、
台
迅
u
凶

C
桁
中
！
な
も

の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」

ζ

決
べ
で
い
る
。
本
判
仇
も
、
必
足
感
情
を
ね
く
説
明
訓
刊
を
憲
法
卜
の
権
利
ひ
こ
う
か
を
向
う
こ
に
な
く
、

に
だ
、
什
己
消
費
日
仏
引
の
込
軒
以
製
山
一
を
活
］
悦
法
で
期
制
FJ
る
三
と
の
合
憲
汁
が
争
わ
れ
た
最
高
裁
判
渋

戸川一

｛
ど
テ
っ
く
ふ
判
）

月
l
L
ふ
か
、

酒
税
民
心
右
各
規
定
は
、
日
ト
い
泊
費
jhy片
的
、
ょ
す
る
語
調
製
造
て
あ
〉
て
J

へ
と
れ
を
汝
存
「
る
；
さ
は
納
税
収
入
の
減
少
な
ど
泌

税
む
依
収
待
係
に
支
障
を
バ
ー
じ
る
十
字
強
引
J

予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

町
長
い
品
円
的
の
い
か
ん
を
問
わ
ず

一
律
に
免
計
の
対
象
と

L
f上
、
免
一
汗
を
受
け
な
い
と
淵
績
を
波
迭
し
た
者
七
処
罰
す

る
こ
と
と
し
た
？
L
の
で
お
り
、
こ
れ
に
工
り
一
円
己
浩
賢
目
的
の
泊
類
長
沿
一
心
凶
作
け
抑
制
約
さ
れ
る
と
し
て
も
、
円
ど
の
よ
う
と
yd制
い
で
ν

法
？
肝
心
裁
一
一
斗
梓
を
送
脱
v
J
、
若
、

γ々
、
不
公
民
で
あ
る
こ
と
が
問
円
で
あ
る
と
は
い

条

名
、
に
違
反
す
る
、
も
の
で

な
い
と
市
ν
J
1
v

木
判
決
も
、
ご
れ
ま
で
険
品
、
ぶ
L
ぎ
た
判
決
同
じ
に
、
「
白
一
消
費
を
い
じ
円
的
と
寸
る
泊
頒
誕
造
」
が
憲
法
卜
保
障
さ

れ
た
権
利
か
ど
う
か
キ
問
わ
な
か
っ
た
子
、
制
約
の
合
汗
件
に
つ
い
し
は
、
」
し
れ
ま
f

ケ
｝
は
問
、
1り
、
－
M
円
心
最
安
な
叫
山
政
以
人
で
あ
る

澗
慌
の
波
状
を

j

一
保
す
ノ
る
た
め
」

ζ

い
う
い
わ
、
は
行
政
再
的
を
謹
当
に
制
約
九
乞
許
存
し
て
い
る

川
一
一
ト
段
討
し
て
き
た
一
弘
キ
日
ト
の
ゴ
由
ー
に
つ
い
て
の
ぷ
高
裁
判
、
氏
は
、
以
一
同
日
つ
の
特
紋
を
ト

20Jる
／
こ
ず
え
る
u

第

弘
司
市
上
の
再
出
」

の
か
ロ
味
七
館
別
の
列
挙
さ
れ
て
い
は
い
催
刈
一
の
刈
係
と
あ
る
。
出
恥
古
司
裁
は
、

私
平
日
上
の
山
由
」

の
怠
味
を

1
－
コ
汁
二
ニ
一
、

c
、
1

l
j
t
t
ト

l
l！
し
ご
L

Z

下
級
審
で
は

2UJ昧
に
つ
レ
ヒ
一
ぺ
命
の
縫
什
に
必
要
な
訴
以
、
食
ホ
4
2
1
L

る

引
仙
川
什
、
い
一
心
白
山
間



こ
と
（
こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
と
絶
対
的
に
保
障
さ
れ
る
基
な
権
で
あ
る
じ
）

4

3

、

？
刀
、
ペ

ス
ド
ボ
ー

y
、

散

歩

弔
J

煙
に
山
エ
る
ま
で
同
臨
め
て
仏
久

江
ー
も
の
J
W
－
包
含
す
る

一1
v

た
が
っ
こ
、
基
本
権
と
し
し
裕
一
時
間
的
な
保
障
が
裂
前
手
れ
ゐ
ぺ
き
JHj当
、
権
利
乙
主
と
は
い
え
白
い
般
的

日
山
、
持
引
刊
を
も
広
く
包
ん
日
ず
る

J

）
こ
解
び
れ
る

r
一
し
て
い

つ
ま
り
、
私
4
活
卜
の
山
由
）
は
、
川
端
的
に
、
い
個
人
心
出
回

の
領
械
、
す
な
わ
ち
、

前
い
を
し
て
も
よ
い
白
山
心
街
域
」
で
あ
る
と
い
う
J
と
が
う
か

そ
し
て
、
本
宇
治
i
D
円
山
と
前

別
の
権
利
心
持
係
に
つ
い
て
、
ぷ
門
司
裁
は
、

一
条
の
も
ζ

で
似
障
さ
れ
る
の
は
「
本
宇
治
卜
の
ゴ
出
t

て
あ
コ
て
、
そ
の

f
J

、ー、？レ

て
、
一
み
μ

り
に

τの
容
は
う

λ

支
出
を
振
wが
さ
れ
な
ど
口
市
」
、

み
だ
わ
に
指
紋
心
村
な
つ
ケ
↓
は
口
利
さ
れ
な
レ
ロ
山
、

畑
山
人
に
坦

ず
る
活
祁
を
み
し
J

ち

に

第

苫

ι昨
不
え
は
公
表
さ
れ
な
い

i

一
山
一
を
一
誌
社

L
い

コ
ま
わ
、
円
収
品
裁
は
、
付
阿
川
の
寸
叶
ザ
十
さ
、
れ
J
L

い

と
い
権
利
に
つ
い
亡
は
、
私
4
i
イ
勺
の
t

上
田
心
派
ι
7
2
し
こ
捉
え
て
い

口い
H
K
4
1

パV

心
尖
私
的
制
位
刊
v
引
の
問
題
を

意
識
し
た
か
ど

川
f
l

、ふ
4n
～
弘
、
パ
ハ
リ
J

一

l
h
y
L

】

h

た
が
保
同
す
る
の
は
な
牛
活
い
の
ー
一
山
で
の
っ
て
、
判
別
の
外
卒
さ
れ
て
い
な
い
梧

利
を
あ
く
ま
で
私
生
活
上
の
白
止
の
派
牛
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
債
伍
的
な
権
利
の
創
山
い
に
付
加
町
教
叫
刊
行
心
長
体
的
制
値
判
断
の
問

越
は
同
殺
す
る
「
と
が
可
能
で
あ
る
よ
ふ
に
巴
い
わ
れ
る
〈
」
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の
制
約
が
間
間
四
！
と
な
る
場
合
、

二
段
ι百
点
灯
寸
yp一
行
っ
て
い
る
と
い
ト

2
子
主
で
あ
る
一

約
一
に
、

良
市
裁
は
、

私
、占

0) 

目
白

す治

一
段
阪
で
、
問
題
ζ
1
t

っ
て
い
る
白
川
門
事
炉
、
山
札
μ
ペ
ム
ぽ
ヒ
の
向
日
に
ん
九
一
ま
れ
る
か
併
か
を
審
す
す
る
c

そ
〕
て
、
「
私
た
i

活
！
の
臼

訂
」
に
八
日
主
れ
な
い
白
山
は
、
本
法
上
の
問
題
に
一

d
比一
3
r

る
こ
と
な
く
、
他
青
山
宝
口
や
日
I

川
一
口
な
シ
公
共
の
」
福
祉
に
反
ず
る
乙
い
ラ

連
j
J
E制
約
の
』
当
性
を
認
め
て
い
る
た
に
し
、
最
高
裁
は
、
私
牛
出
！
の
釘
刊
に
つ
い
て
、

内
ノ•1

内
包
に
つ
い
て
は

一
部
川
ら

hy
、
は
ノ
て
パ
司
令
）
子
仏
Y

廷
は
明
ら
か
に

L
て
い
な
い
n

第
段
階
で
、
本
宇
治
卜
の
－
寸
出
に
ん
け
ま
れ
る
斗
出
が
川
間
山
述
、
、
注

る
事
例
に
お
ド
て
は
、
制
約
の
ム
n
憲
性
ピ
つ
け
て
、
目
的
e

下
没
審
査
を
行
っ
て
い

一
一
条
か
…
町
民
一
と
な
る
宇
例
に
お
け
る
足
的
裁
の
出
川
北
町
の
枠
組
み
は
、

以
？
に
続
斗
刊
し
て
き
た
一

一
条
の
も
と
で
保
汚
さ
れ
る
の
は

ま

1！メ人民半、 Gi ＇スJ4Si日1'201() ~ ' 



r日

私
μ

活
上
の
一
日
同
ζ

い
う
仙
人
の
P

H

自
の
納
品
川
へ
仙
別
的
州
以
了
さ
れ
て
い
な
い
桜
引
は
あ
く
ま
で
右
斤
日
上
の
白
川
凶
の
一
派
仕
一
P
L
I
V

か
な

と
あ
る
d
l
）
、
そ
れ
に
対
す
る
政
府
の
介
入
の
止
斗
性
に
魚
河
’
を
あ
て
る
J

も
の
で
あ
っ
三
、
こ
な
る
仁
、
政
制
が
草
川
本
的
に
介
人

J、
円問

と
き
な
い
私
的
領
成
の
保
護
を
司
ー
的
y

し
て
、
双
山
刊
（
h
の
だ
体
的
術
値
判
断
を
同
巡
す
る
た
め
に
、
政
府
の
介
入
の
J
4
4

山
一
政
府
の
介

入
れ
公
共
心
作
祉
に
泊
ん
じ
す
る
r
L
t」
な
も
の

－4
奉
仕
を
行
為
ノ
権
限
f
イノ口

i
f
は

条
に
叩
苅
t
γ
γ
Q
判
例
J
V
一週ム円前川に
14叫

川
り
す
る
こ
こ
が
で
き
る
よ
当
に
点
わ
れ
る
ハ

四

ひ

市吉

こ
れ
ま
で
心
検
正
か
ら

づ
い
こ
、
従
求

は
弘
ハ
な
る
一
が
を
続
不
「
る
こ
と
か
で
き
た
す
と
わ
丸
、
権

条
C) 

限
ァ
ゾ
？
l

寸
心
観
点
か
ら

一
条
は
、
私
的
伝
減
（
一
生
命
、

1
2

いU
t
L

一、

一
幸
一
刻
追
求
に
ー
ペ
ず
る
椛
利
亡
を
対
陣
し
て
い
る
「
血

島平

政
肝
心
権
限
の
限
界
な
設
定
し

公
共
心
福
斗
二
共
づ
か
h
b
い
選

引
払
的
源
域
に
だ
「
る
介
入

ω一」
ψ
I
N
U
右
足
ボ
す
る
こ
と
で

寄
の
政
府
の
制
約
？
っ
（
り
円
止
と
し
て
私
的
能
域
JVι

保
障
し
て
い
る
も
の
で
。
み
る
と
し
に
む

条
の
も
と
で
似
持
さ
れ
る
権
利
ど
こ

の
ょ
っ
仁
川
批
え
る
こ
と
で
、
従
来

て
い
た
列
ぶ
了
さ
れ
て
い
ー
4

い
桜
引
の
保
阿
に
作
品

J

裁
判
「
け
の
戸
天
体
的
な
仙
川
依
判
断
の

問
題
を
回
遊
ト
ゆ
る

1
た、

一
一
条
の
こ
の
よ
う
な
民
え
方
は
、
判
測
の
展
開
と
も
辿
立
的
と
あ
る

J
J
た
が
コ
て
、

,, ， 
vノ

u 

ヲ
は

一
正
司
の
採
択
に
！
？
分
に
安
市
す
J

る
v
も
の
で
あ
る
ζ

い
え
よ
う
の

P
A
Z
J
、

1

b

f

 

／

j
 

〈
午
後
の
議
通
手
工
ー
い

権
限
ア
ブ
円
子
が
、

他
の
棒
利

（

ι
p
 
バ
デ
相

d
」

に
い
か
な
る
不
毛
史
、
石
川
ど
え
る
か
に
つ
い
て
は
、

ぺ
－
一
「
胃
久
志
町
六
作
的
ワ
ブ
打
、
ド
ヌ
J
U

判
た
右
反
問

μ

雌
限
7
y
ロ
イ
」
阪
市
ヘ
J
論
集
内
六
在
「
J

ご
一
コ
一
一
行
｝
＼
掲
載

J

ア
ー
ト
、
日
ー
比
三
十
↑
礼
の
も
こ
で
の
4
注
骨
堂
位
一
浪
ザ
プ
ロ
ャ
デ
心
情
察
に
士
日
て

K
た
以
一
五
九
巻
ム
ア
門
h
d

（
〔
一
一
〉
刊
｝

ん
＝
司
、
川
「
川
川
、
品
丁
、
れ
て
い
な
い
惟
利
日
惇
凶

γ
メ
づ
カ
ん
ロ
京
迫
害
円
以
m
f
J
t朱
に
ω
げ
る
権
限
ア
プ
ロ
l
ー
の
民
間
同
一
阪
大
法
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ヤ

h

－r和
サ
ヘ
二
口
一

U
J
1）
〕
一
向

二
ノ
ニ
ア
J

メ
パ
ゾ
ウ
ヘ
ロ
批
耳
手
エ
誌
の
条
文
に
つ
い
マ
店
、
阿
出
山
武
・
桁
～
f
？
釘
止
す
思
J

日
書
J
U山
長
豆
閉
山
市
一
一
以
一

宍
一
ヘ
ノ
一
ヘ
ノ
日
年
白
川

5
F
J
井
ム
只
呈
庶
民
肝
釈
に
お
り
乏
を
K
制
定
す
足
当
訂
以
弐

t

市
追
求
品
川
町
釈
＼
の

y
而
円
寺
祭
を
カ
夕
、
（
山
。
完
）
以
内
空
前

最
二
二
モ
ー
ハ
り
（

k
t
t

ハ
ゲ
ご
一
人
文
「

一4
｝
大
州
吹
ぷ
す
よ
門
一

U
ぷ
叶
i

U

1

平
山
肱
諒
一
有
壮
一
阪
、
九
百
へ
年
）
一
ハ
ヘ
）
八
七
日

F
u
v
i山リ
f
汁
仙
台
稲
子
川
仰
肝
不
且
憲
抗
上
幸
一
「
有
万
一
閣
川
、
九
一
九
二
’
L
ア
（
一
へ
（
一
二
九
百
（

？
b

一
ぺ
別
捜
義
『
生
忠
世

H
』
一
十
ノ
ー
建
問
、
一
新
版
一
じ
ん
仁
午
一
凶
ー
一
一
ハ

j

巳
一
六
沢
号
ー
は
、
イ
工
リ
ネ
ク
の
荒
木
権
論
二
υ
問
係

て
、
一
ド
同
日
以
ゆ
る
白
川
同
一
と
ー
ハ
ロ
川
怯
」
を
ど
一
刈

LfG
－
｛
川
口
沢
同
に
は
、
ィ
コ
ノ
プ
ノ
ク
の
北
川
氏
推
h
v

猿
ル
ド
わ
一
一
↓
見
、
心
J

ム
一
注
に
引

J

ず
る
一
人
係
h

ツハハ
n

型
ど
与
、
抗
え
る
、
国
民
ば
、
ぬ
国
法
に
よ
っ
こ
＋
孔
時
つ
け
つ
一
れ
る
閃
係
、
回
一
川
法
に
川
三
L
Z
阿
保
な
肉
料
怖
、
刊
一
川
法
に
対
Y

J

一
て
は
極
的
に

交
狂
的
な
民
日
旬
、
在
同
法
に
い
凡
し
く
括
柘
的
」
主
計
的
ぽ
向
日
出
、

J

川
詑
動
的
な
同
戸
市
戸
、
げ
つ
に
寸
る
…
問
題
は
、
ま
え
げ
日
〕
心
追
い
て
点
る
古

沢
川
川
ー
に
は
、
店
主
以
卜
の
、
一
〆
に
市
一
市
叫
す
る
一
ド
ム
い
同
は
、
一
ゃ
い
止
に
対
し
と
い
れ
で
1
～
丹
市

v
Rな
ツ
ザ
v

に
心
九
一
7
4
F町
、
し
れ
店
、
主
人
？
ケ
ホ

2

て

な
つ
っ
義
務
づ
け
つ
れ
て
い
立
し
関
係
で
あ
る
つ
に
の
関
係
？
お
け
る
国
ほ
の
Kパ
在
、
中
い
｜
｜
次
の
け
作
権
／
比
日
U
L
－－ー口ル「
p

一汗

L

こ
／
｝
に

L
一
で
フ
「
だ
れ
で
も
、

T
］
誌
の
全
日
L
な
し
一
汁
ぺ
引
や
す
る
い
巾
4
4
1
つ
人
は
、
た
こ
ヌ
日
、
日
］
住
に
よ
う
よ
ボ
日
さ
れ
L
か

i
u
H川h
、

取
法
寸
る
山
h
H
Jあ
打
、
抗
争
、
る
山
口

H
4ー
あ
る
P

F

」｛

Jτ
昧
日
一
円
川
町
山
M
E
y
γ
＼
毘
川
江
口
林
ノ
止
り
不
十
一
杭
〈
川
，
比
討
に
す
ぎ
な
、
v
y
c
i
t

凶
民
が
ど
れ
鉱
同
士
で
、
こ
の
ま
4
4
E

「
山
由
』
で
あ

o
hば
、
ひ
と
と
九
凶
誌
に
坐
正
の
品
聞
で
一
し
て
定
さ
を
L

μ

F

に
あ
り
、
F

て
こ
に
は
記

法
上
の
山
山
口
寸
い

F

？
で
ー
な
も
の
は
な
い
ょ
す
る
一
二
れ
に
討
、
手
、

S
U
つ
い
て
は
、
一

fu
記
上
、
一
同
氏
の
引
ヰ
に
二
一
丸
一
令
悼
の
国
一

去
の
定
V

（
処
分
し
ん
円
む
一
が
禁
止
さ
れ
る
場
立
が
あ
匂
、
」
た
と
え
ば
、

i

口論への

μ
h一
千
制
限
r
る
川
法
乃
定
立
が
憲
法
に
」
っ
て
持
J

止
さ
れ

る
叫

d

九
！
日
こ
れ
て
あ
る

J

こ
り
場
合
、
凶
早
川
は
、
目
叫
に
対
［
て
、
出
柘
的
に
受
、
仕
民
係
、
立
っ
と
う
こ
と
乙
か
く
ざ
匂
図
法
の
｛
止
に
日
空

ー
さ
れ
ハ
立
川
宗
と
し
て
、
円
い
い
ん
は
、
凶
状
か
ら
利
拾
わ
γ
交
け
る
問
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
匂
一
一
心
刈
係
に
た
リ
？
Q
U民
の
湘
μ

い

や

平

主

J
J

出
店
乙
川
い
別

L
f
｜
｜
凶
片
J
佐
y

M

J

よ
こ
と
三
る
」
、
、
い
が
1

t

1
て
、
て
」
へ
り
さ
咋
で
の
円
山
柿
乙
右
に
の
ご
二
、
同
開
？
？
、
J

い
ば
、

前
五
に
お
い
こ
l

、
は
、
そ
れ
J
U
円ん｝土一川
J
Yハす－
4

｝
と
が
宗
一
法
仁
バ
ん
の
利
益
に
ま
て
一
三
什
工
、
れ
て
し
い
v
る
の
に
Jバ
ー
ペ
決
y
什
に
お
レ
て
は
、
v

｝

こ
に
な
ん
、
つ
り
憲
法
上
の
制
限
が
ん
ア
、
F

一
一
口
三
片
亡
、
ノ
エ
！
ネ
ム
ノ
の
は
葉
で
U

え
ば
、

5
7
F
fミ一
3
5
m
で
あ
り
、
し
＋
ー
が
ハ
て
、

7：：世］れてし 1ない存ポljmヰ構成

I
Z吋

H
持
iL川
円
以
半
部
分
」
～
有
予

1！メ人民半、 Gi ＇ス1471日；31201() ~ 



r日

一也］
U
1
A
J

川訓日出店いで中めヲハ
ν
一
｝
乙
に
め
エ
q

J

い
＝
つ
の
で
占
め
λν

一

（7ι
一

杯
ι
々
木
惣

J
4一
副
下
回
憲
法
ぬ
ヘ
右
主
潤
、
凡
立
／
土
問
ハ
ロ
ー
凶
心
一
円
勺

一c
c
p

桧
吋
司
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－
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梓
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叫
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藤
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収
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叫
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－
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と
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♂
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什
仙
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u
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寸
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仁
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f
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す
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介
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古
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－
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℃
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仁
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ら
れ
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仇
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－
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－
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仏
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梓
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梓
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＼
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司
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／
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と
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［
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］
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追
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光
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れ
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摘
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湖
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－
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鮮
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古
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令
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草
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仁
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叫
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♂
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｜
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収
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引
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ザ
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↑
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叫
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介
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古
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仏
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叫
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再
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ず
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ず
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。
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－
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戸
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叶
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－

u
一
川
門
川
じ
召

一泊
F

U

仰
い
服
・
前
出
拘
L
J
ヘ口

J

一
戸
J

ぺ
州
ゴ
［
却
・
前
掲
作
一
刊
二
川
八
日
、
［
仰
山
口
i
H
岡
高
一
明
お
之
d
m
訂
『
E

R

u

目
前
川
一
以
』
に
門
誌
μ

店
、
一
（
＼
（
ノ
七
」
土
じ
ー
へ
口

店
出
博
1
3、
列
拭
下
さ
れ
て
い
な
い
惟
利
ど
い
川
一
認
め
る
k

と
は
、
及
判
官
～
よ
る
法
形
成
～
γ
－
仏
い
く
認
め
ナ
ぎ
る
こ
も
～
な
旬
、
「
か
F

／コ

L

人
持
惇
系
ど
山
庁

F
一
一
合
1
h備
す
る
「
二
υ
っ
L

、ー一
7
m
L
J
山
レ
／
ル
小
V

持
利
L

】
す
円
い
う
る
「
l
i

か
め
の
不
法
、
一
議
時
に
L
U
M

〆
て
民
訴
に
川
和
γ

く
い
く
ん

ι公
一
ぃ
7
あ
る
と
い
、
1

c

k
一
戸
部
七
立
；
古
川
河
川
一
何
千
晶
む

J
f
波
書
F
、
六
八
七
年
）
一
一
円
｛
占
円
、
ー

ヘ
知
一
一
守
ド
一
一
一
つ
金
二
付
了
る
権
利
p

r
〕

H
i
－
は
定
』
の
川
刊
人
々
」
公
法
川
ん
ん
l

斗
八
以
内
）
ヘ
弘
九
ー
と

T
q
i！
九
4
t
、
k
八
広
乙

I
R

救
授
は
、
一
山
門
一
ヲ
心
有
色
宣
寸
刊
に
対
す
る
再
定
借

J

」
前
九
v
一
刷
い
記
に
し
て
、
山
｛
亡
の
？
命
及
び
h
d
体
に
対
ゲ
ザ
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は
、
ぞ
れ
U
体
主
憲
法
↓
ム
心
棒
利
L
L
よ
引
刑
化

F
2
Eで
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な
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」

2
1
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ハ
つ
ま
リ
ー
殺
人
や
窃
盗
l
〈
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一
行
為
ど
憲
法
！
っ
人
権
L

J
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以

u
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化
ず
る
こ
乙
市
川
、
一
主
広
上
制
「
約
y
J

許
廿
L
得
一
す
に
〔
J

P

次
克
心
閉
店
店
て
ほ
と
く
、
包
人
い
い
尊

必一去四叫んと

RHT－
と
ゆ
る
人
権
総
か
ム
ザ
、
半
半
七
の
禁
Jrが
え
氏
、
抗
さ
れ
る
べ
き
さ
あ
る

r一
寸
る
ー

（引
h

p

H

仙
本
M
A

円一一

U
本
門
店
主
ハ
｛
ム
竹
引
枝
問
、
九
ー
；
、
年
一
（
一
八
二
二
〆
民

ぺ
勺
一
一
巧
匹
山
主
与
も
で
い
凶
期
釈
3
h一日山
m
k
乙
μwyhハ
』
日
士
剖
前
打
、
一
九
ゐ
立
｝
一
ー
一
六

H

（
小
川
一
内
円
1

1
凶
任
は
人
権
刀
制
約
か
止
叶
一
牝

f
る
」
長
ハ
ヘ
門
誌
話
、
持
iM…
桐
」
市
川
可
申
ナ
イ
ン
グ
ス
。
叶
叫
代
心

U
Jペ
ヘ
巨
木
「
一
「
一
副
社
、
九
九

卦
立
川
ヘ
〉
む
九
百
円
九

J

一
弘
ィ
一
戸
波
江
一
「
yl己
決
定
権
り
烹
一
r
f
f

判
一
月
一
ん
じ
え
三
’
い
、
法

7
教
室
五
人
ー
ヶ
一
六
l

内

乱

ヘ
話
一
一
円
波
e

U

4

拘
沖
弓
川
）
一
八
、
同
一
一
U
F
P

ヘ
出
）
一
戸
波
e

前
特
注
｛
別
ん
じ
口

二
川
）
一
戸
波
－

rぉ、
γ

竺
U
Y

一
川
一
よ
れ
こ
心
ー
、
人
体
山
門
川
掛
け
権
誌
が
J
U
U

｛
ヒ
ず
る
人
間
除
、
す
な
わ
七
人
格
的
什
は
の
だ
行
在
l

〈
ぶ
、

j

門
己
を

古
川
ず
る
人
間
像
に
っ
て
ふ
、
九
間
の
手
拡
住
吉
苦
虫
寸
ぺ
き
と
お
る
と
の
指
摘
日
な
さ
凡
て
v

る
r

汁
巾
品
一
教
授
は
、
一
去
の
別
段

乙
rk”託は叩一引やむ
L

C

一
H
J
L
人
庁
恥
法
希
求
椛
か
円
以
淳
v
L
J
J
J
U
E
2
K
T
一
い
う
。

ζ

刀
口
己
人
民
込
希
求
栓
に
は
、
二
円
悼
の
も
の
が
あ

る
μ

す
F

匂
ハ
ヲ
ず
、
は
己
バ
エ
配
心
前
闘
能
力
が
ヘ
J
J
J
佃
ー
へ
に
づ
い
ご
は
、
山
」
決
定
立
繰
り
込
し
て
門
戸
｝
♂
一
人
刊
在
つ
イ
り
あ
げ
、
川

己
決
定
技
力
・
判
市
校
h
H
が
式
I

P

J
ぱ
包
人
に
は
、
仙
刊
心
哲
人
や
ヘ
ム
捧
力
の
一
援
山
川
や
え
な
が
ら
一
い
心
人
月
中
／
一
一
く

h
S円、

l
］

I

口
代
定
詰

ぷ
判
断
花
々
ぷ
欠
如
v
J
L
人
削
人
に
は
、
総
お
り
決
定
的
｛
J
削
人
公
権
力
に
よ
ム
V

決
定
ぜ
が
泊
切
に
媒
介
さ
れ
e
Q
、
ピ
」
で
、
ー
一
己
｛
パ
γへ
牛

む
づ
く
り
山
一
け
る
と
こ
？
？
さ
c
れ
る
／
ず
る
ハ
竹
中
動
一
誌
仏
一
来
、
／
白
己
人
オ
創
九
点
求
権
」
性
埜
「
早
川
止
r
l
A山
一
記
念
ー
回
日
下
棒
、
一

は
の
支
肌
一
F
L
Z
一

fw、丈
J

、
乙
一
－
一
ヘ

2
4

川
H
f

川ベア
l
r
A
。

（
話
一
以
木
内
口
成
「
7

F

ノ
，
ヴ
一
、
ン

l
L
一U
T
山川、むのー一

H
」
悩
〕
防
禍
「
活
岐
点
在
、
J
3

栓
利
心
保
障
〔
l
］
－
戸
本
A
論
社
、

h
九

何
午
一
（
今
二
二
二
百

一泊
v

r

阪
本
－

w
一
山
一
荷
山
内
（
部
～
一
百
円
c

以
キ
ー
江
伐
に
寸
よ
れ
ば
、
？
J

ツ
の
長

4
1仏
に
お
け
る
「
人
間
リ
尊
設
は
、
「
犯
お
と
の
共
同
ぺ
一

ω

パリ
V
4
1
、
一
け
つ
は
れ
U
あ
る
パ
1
活
JV
形
成
わ
ら
ん
ぬ
に
能
一
一
石
川
ワ
P
れ
た
人
的
M
L

で
あ
る
こ
い
う
「
三
「
へ
同
の
存
干
の
件
以
J

包
求
め
る
人
格
主

義
て
占
守
、
↓
て
こ
げ
よ
り
一
人
吹
は
、
ー
共

F
休
と
い
う
全
休
と
結
合
ー
く
で
れ
に
玉
札
「
る
有
－
門
店
る
存
在
で

ι
A
Y
」】
Y
J

弦
読
さ
れ
一
る

J
し
の
と
あ
Q
l
L
I
J
う
に
一
｝
れ
に
対
じ
、
「
旧
人
と
て
の
尊
£
は
、
何
人
個
人
心
層
刊
の
間
別
多

b
仕
に
恒
志
工
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い
る
も
｛
り
一
J
あ
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り
、
そ
れ
3
7又
s

士
守
、
一
の
は
、
一
千
五
旧
内
市
川
九
百
存
ず
こ
し
て
3
人
同
士
、
高
－
3
ね
注
で
は
な
く
、
汗
人
心
述
い
、
す
な
わ
ち
、
値
引
所
一
で

あ
る
し
い
ろ
の
で
あ
令
、
」

J

～ペ
J

J

一
＼
ド
ノ
ツ
附

L
f八
吋
の
事
成
心
品
川
ば
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立
小
同
唱
す
だ
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は
4

京
中
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て
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J
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日
成
d
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Z
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｛
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－
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迫
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八
九
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ヘ
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丈
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司
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権
利
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↓
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J
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加
え
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て
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井
杭
レ
｝
権
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相
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札
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h
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丈
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一
凡
人
、
ヘ
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）
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ド
ハ
ャ
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日
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日
張
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汁
｛
打
、
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七
出

J

一
、
長
）
需
u
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u

列
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れ
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L
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刊
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♂
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松
J
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授
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川
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春
ん
V
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依
拠
J
A
J
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Q

〔

E
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J
］

V
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と
判
J
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阿
川
凶

と
に
さ
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関
わ
る
乙
う
（
E
A
L
2
丈
一
f
X
7
5
y
判
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心
叫
江
川
は
ー
尖
体
的
枠
制
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日
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寄
A
V
U
一
同
怒
り
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間
わ
る
も
の
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、
問
主
根

拠ーと
h
人
〈
主
法
的
権
利
パ
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品
川
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よ
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承
認
の
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わ
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に
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托
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珂
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刷
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一
同
小
、
主
体
的
権
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川
丸
事
去
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県
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L
け
白
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丁
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工
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〈
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山
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中
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扱
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「
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な
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別
丈
梨
抱
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丈
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、
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法
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判
よ
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が
承
認
す
る
場
介
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そ
れ
手
ζ

れ
よ

う
な
憲
法
相
川
町
択
の
打
J
J
上
っ
て
忌
認
す
る
、
一
と
が
目
さ
れ
る
の
？
？
、
そ
こ
よ
れ
ょ
っ

ω栓
刊
か
店
法
力
主
本
的
人
枠
と
〕
げ
に
中
市
川
恥
ず
る

こ
E
が
許
さ
れ
る
の
か

ι、
川
法
来
事
正
凶
れ
一
拾
の
立
訟
は
会
い
に
乙
Z
h
J
つ
る
一
乙
L
う
松
井
北
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一
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一
貴
の
摂
場
人
前
づ
へ
ん
U
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百
円
、
九
九
山
一

ド
刊
一
一
人
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九
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ヘ
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ノ
当
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o
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松
十
山
茂
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ベ
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権
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C
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刊
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五

J
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井
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け
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え
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U
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一
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R

松
井
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い
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、
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さ

れ

J
4
な
い
権
利
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、
、
氏
一
口
事
引
に
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欠
主
権
利
し
す
る
り
に
、
怖
旧
ラ

J
Y
一
ー
リ
権
利
で
あ
る

l

「
情
報

U
2出
な
流
也

（
け
ー
で
山
」
お
い
川
示
J

J

i

h

i

l

ル
す
る
こ
y

は
、
土
さ
に
政
治
山
容
加
に
不
一
一
に
な
一
日
往
信
…
設
の
ー
年
保
の
う
広
三
小
一
E
4人
C
あ
る
」
－
い
う
c

松
井
削
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注
ヘ

M
Z
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只
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、
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（
川
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一
一
ハ
ロ
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（
4

ソ
川
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井
・
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l
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一
九
ど
松
弁
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出
拘
L
J
へし川

J
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江
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－－
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収
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自
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士
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リ
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ト
仁
三

Y
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（
忠
一
料
品
e

h

特

注
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い

川

一

、

立

丸

一
日
、
弁
白
、
今
一
可
法
人
暑
い
主
心
見
ー
＋
主
主
弐
リ
m
E，ヨ件
ζ

定
法
心
鋭
久
心
｝
一
佐
藤
量
出
先
立
湾
出
一
主
人
，
L

段
、
九
九
八
主

J

（一戸｛

j
m：一声

f

ヘハ川一

υい
除
。
別
掲
沖
－

V
）

tτ
門
町

ヘ
出
）
井
e

前
特
注
｛
別
九
八
口
こ
の
白
に
宍
直
v

て
、
松
円
投
校
が
ω
ハ
一
い
〕
氏
屯
持

C

2
な
は
ム
引
い
苧
加
に
な
J

ま
な
い
み
山
引
川
J
U
γ

凶
作
市
ノ
口

セ
ス
に
去
ね
る
い
L

｝
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
批
判
を
指
い
て
い
る

ρ

こ
の
、

l
」
手
段
一
行
い
は
、
以
上
の

L
ト
に
目
指
す
る
）
も
」
、
日
パ
ー
と
に

封
一
一
円
る
枠
刊
士
手
vi的
基
本
格
猷
に
基
コ
い
v
L
m
f
m
F
一o
る
と
↓
じ
れ
ば
、
比
三
人
門
人
乞
手
交
す
る
桂
利
が
す
い
本
梓
l
A
一
同
日
山
枚
に
ハ
民
間
デ
る
の

は
、
止
命
J

民
主
義
氾
荘
、
行
事
一
川
に
、
k

J

J

U

小
可
欠
）
前
%
で
あ
る
に
す
い
ゴ
一
な
い
。

L
？刀

L
、
一
止
命
な
す
子
三
ム
す
る
MA

一
市
対
い
止
の
芯
九
日
乞
政

一
山
参
加
の
飢
行
古
り
到
断
ず
る
こ
と
が
述
切
〔
あ
る
乙
は
ロ
い
わ
れ
へ
よ
し

J

？
た
、
千
続
的
基
本
格
闘
は
『
起
に
」
叫
す
る
椛
利
』
に
閲
し
て
い
か

ぶ
る
論
判
的
混
結
宮
、
も
に
ら
J
9
4
nら
な
心
y
h
y
J
入
山
も
し
、
了
続
的
北
半
み
設
や
長
礎
乙
ご
し
、
古
川
に
ι
ん
す
る
ほ
mn
利
1

古
憲
氏
l
m
k嘩

さ
れ
む
し
一
併
子
る
と
し
て
も
、
絶
望
り
わ
て
斗
殺
～
γ

弐
人
る
昔
、
い
よ
れ
ひ
し
；
」
び
灯
人
牛
刀
町
北
性
v
b青
山
い
て
そ
れ
を
司
も
っ
と
寸
る
者
、
あ

る
い
は
散
布
の
中
古
一
化
の
広
川
一
、
7
1
ど
平
む
梓
正
～
r

〕
っ
て
、
民
十
工
工
山
川
自
主
へ
の
か
叫
王
な
参
加
一
い
う
必
木
町
刊
が
い
古
「
叫
ん
）
花
引
に
な
る
、
一

い
う
の
だ
？
？
一
あ
る
い
は
、
死
を

y
〈
る
山
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也
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、
大
宜
的

J

に
民
±
ト
義
追
い
打
を
司
ヒ
て

v
o
E
2］
一
な
決
定
に
似
す
べ
き
宇
一
川
だ
乙
制

さ
れ
る
の
ピ
ァ
つ
～
7
か
」
ハ
［
十
八
e

h

持
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一
山
一
六
一
パ
メ
れ
ま
た
、
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教
良
一
も
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決
定
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の
一
汁
野
亡
は
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桐
ι

一
八
川
以
円
又
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A
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れ
わ
れ
八
白

域
へ
の
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泌
が
υ
n
r
E
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な
っ
て
い
る
白
で
、
哉
と
一
所
に
よ
る
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位
に
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し
て
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る
一
と
し
、
立
た
、
一
い
い
い
己
渋
定
悼
の
制
川
町
人
、
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で
日

川
一
戸
川
辺
と
1
h
旬
開
一
弘
で
り
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ホ
ハ
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山u
r
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、
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け
て
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と
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E
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べ
き
で
あ
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1

－一一
J

る
c

そ
し
て
、
一
斗
μ
決
定

権
以
上
や
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げ
が
的
川
ゾ
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の
で
あ
り
、
え
れ
を
畏
的
ァ
ロ
七
ス
的
川
4
4
h

匂
｝
し
政
刑
事
山
怜
的
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権
州
一
炉
心
、
一
ぬ
い
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っ「哩
7
7
匂
こ
乙
、
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ヤ
J
h
r
t
J
、
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告
が
み
る
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に
［
山
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わ
れ
る
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け
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プ
け
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ス
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五
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1
1
に
つ
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て
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茂
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山
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ユ

1
・
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ロ
一
｝
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迎
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U
R
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代
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中
前
世
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政
府
心
持
ん
の
FLA「
に
基
コ
い

て
行
動
す
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こ
日
一
セ
禁
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す
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J

ろ
辺
旨
J
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て
迎
併
さ
れ
る
べ
き

t
ホ
る
こ
い

3
〕
比
谷
部
出
川
両
「
1
i

戸
市
人
門
一
羽
烏
書
店
、
一
コ

｛
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一
件
）
九
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ヘ
ぬ
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長
持
部
刷
山
掲
げ
へ
間
一
八
じ
門
長
治
川
投
院
は
、
三
p
p

削
一
段
は
、
前
人
の
山
一
律
、
心
保
理
ず
る

ど
段
別
に
hu
言
し
た
司
則
的
条
文
円
あ
令
と

1
1
1

駒
村
土
I

二
怠
本
的
人
権
J
V
観
A
J
々
山
に
小
山
。
駒
村
山
田
拘
リ
戸
川
一
一
一
h
？
↓
ヒ
只
一

日
張
。
前
得
点
汁
｛
打
、
河
一
ぺ
M
J

市
情
何
之
ず
く
J

L

の
回
民
h
t
u
m川町八
L

コ
－
草
主
ず
A
V
J
r
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HMRツ
ム
光
斗
I
U
4坪
リ
加
問

一J

頁

げ
ザ
人
台
ド
」
力
A

F

ノ

1
p

ちJ
版

' ノ、
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技
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蛮
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有
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一
一
づ
一
一
年
〉
二
ん
土
）
一
九
六
只
〈

二川
J

H

V

孫
・
剖
指
t
l
y
v
：

万

引

ι

一丸
F

駒
村
・
前
出
拘
L
J
ヘ山川

J

一
じ
江

ぺ
一
？
？
計
五
山
此
今
一
己
決
定
と
バ
ん

i
ムノリ

y
ム
一
日
向
原
前
記
守
引
戸
一
ヘ
口

（
町
一
人
三
宅
、

I
F
「
例
入
と

J

て
心
主
平
し
公
共
性
」
「
号
、
辻
、
げ
J

の
刊
現
代
的
論
土
宗
Jf一
回
、
二
パ
リ
ハ
イ
2）

一
戸
川
、
約
村
e

前
持
注
へ

mJ
一
江

一
mv
中出寸－

w
一山一荷山内（
l
三「いいん
L
l
一rf
一
の
も
1
Y
2
0
司
松
山
主
主
ー
権
限
デ
プ
U
l
rノ
幻
怜
た

r同
行

て

一

ヘ
月
一
一
門
門
弁
裕
ぷ
一
辛
hh追
求
権
L

十九一
h
品川
e

f

白
川
定
治
一
一
軍
法
心
力
T
戸

F

「U
I

造
問
、
↓
〕
一
コ
八
年
、
九
一

τ（）

ヘ
川
凶
）
凶
凡
夫
刊
J
U
F

年
九
社
ハ
一
口
町
民
一
巻
号
九
ハ
九

R
｛誌
J

T
発
給
一
閉
山
本
件
）
に
お
什
昨
今
以
川
知
l

丸郎
e
p
M円
以
此
十
人
技

判
官
。
市
－
止
寄
与
に
は
、
除
h

心
山
市
つ
い
て
以
ド
む
よ
ろ
に
♂
則
ず
る

h

「
市
ふ
い
」
り
ん
れ
は
瓜
に

L
勺
二
取
に
三
一
以
h

心
山
山

w
保
障

し
て
い
る
も
の
で
は
な
ハ
じ
か
ら
は
こ
れ
」
ウ

v

て
規
定
が
な
い
か
ら
以
川
は
な
v

か
ζ

い
う
と
f

と
っ
て
は
な
い
口
法
の
人
推
し
」
山
由
心

係
主
Y

7
、
ト
は
R
i
川んい

d

に
認
山
内
ら
九
た
ぷ
要
注
の
あ
る
も
ハ
だ
い
を
拾
っ
た
も
カ
ヤ
丸
、
航
船
情

J

で
は
と
ρ

r
比
一
〉
て
そ
の
以
外
に
唯
川
ぃ
b

出
向

が
r
f
山です

e

ヲ
た
て
れ
っ
一
日
保
障
さ
h
ご
い
な
い

r〕
い
つ
わ
け
で
は
k
い
υ

我
ん
が
？
「
一
咋
生
活
？
お
い
て
亨
白
し
い
る
権
利
お
口
ル
「
ば
数
か

ヤ
一
む
な
く
行
仕
ご
に
し
る

rτ
れ
ら
は
L

》
＼
に
名
ル
h
げ
が
前
ざ
わ

d

て
し
、
c
h

三
り
で
あ
る
「
そ
れ
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般
μ
川アぱ

1

一一同ま
P
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は
り
一
一
迫
小
っ
権
利

ヘ
ソ
部
分
合
な
一
て
い
る
ー
下
作
ヘ
パ
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問
題
て
あ
る
慌
に
｛
J
山
占
り
ご
と
き
J

し
そ
力
一
な
の
で
あ
る
一

一社、

u
k
ぃ
ヘ
干
昭
利
山
内
平
月
一
同
J

川
川
東
一
在
二
百
ノ
一

4
n

ペ
ロ
一
段
判
J
Y
J
吃
七
年
二
川
月
十
l

日
川
一
今
、
河
九
巻
ハ
J
H
J
八
叫
一
立
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（
川
町
一
最
判
ド
成
二
パ
同
一
ド
マ
ハ
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一川
H
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井
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H

止
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之
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憲
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聞
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川
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ら
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叩
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L
I
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よ
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行
山
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北
子
権
利

は

ご
L

の
世
出
い
か
対
陣
ず
る
白
血
互
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権
利
F

午
ハ
ム
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条
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日
染
、
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外
に
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し
う
る
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言
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に
叫
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J

た
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こ
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ノ
＼
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V
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裁
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判
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J
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め
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引
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す
る
円
円
及
び
格
引
は
幸
法
問
主
に

列
ぶ
工
一
札
、

ρ
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憲
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1判
及
び
秘
情
叩
い
も
、
ァ
ヘ
て
Z
3
再三エ去の
2
f
J
G
J
｝
て
つ
に
よ
る
こ
〈
は
、
い
わ
へ
り
る
は
文
卓
三
、
の
原
掛
で
あ
っ
と
、
こ
の
間
市
刑
は
日
ぶ
同
三
涜

も
他
の
同
芝
公
会
附
す
け
ど
」
I
J

慌
に
叩
作
用

zhい
る
の
は
町
で
あ
る
）
そ
ャ
、
育
、
i
A
一
一
朱
二
条
及
、
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三
条
は
フ
一
m
u
u
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ぶ
出
陣
す
る
日

及
ぴ
和
一
三
の
保
『
し
子
で
の
も
心
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な
く
、
保
市
は
一
戸
宋
判
品
、
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以
川
選
一
γ

る
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あ
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一
L
f

一
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摘
す
る

ぺ
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一
段
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人
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円
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ハ
ハ
一
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一
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ハ
ハ
H
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一で
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判
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ハ
パ
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h
H
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L
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ヘ
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刊
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U
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H
b

］
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R
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花

川
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一

H

A

川

宋

五
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さ

戸
J

凶
じ
パ
f
o
J
4
f
t比江川
Y
仰
ぐ
一
と
は
人
関
心
不
法
に
か
か
わ
る
手
町
的
主
も

の
ご
丸
、
二
九
十
全
米
は
門
家
主
h
り
の
介
人
を
む
と
主
L

む
の
で
あ
る
ま
九
一
、
二
来
、
白
川
f
h
v
こ
れ
リ
さ
の
判
例

u
b
一
じ
れ
ば
、
本
愛
川
崎
恰

汚
柱
列
は

i
u
に
権
利
目
一

ν
て
十
介
に
司
法
フ
れ
ゐ
可
能
注
右
あ
合
川
出
排
司
一
吋
カ
吋
一
同
一
：
ー
一
ノ
ス

l

六
八
円
七
一
一
一
二
川
一

－

1
1
ァi
I
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j

一弓、）

f

、

ノ

／

／

ノ

E

一
町
一
民
引
リ
戊
む
年
二
月
四
日
バ
年
注
目
こ
を
一
町
一
八
戸
良

一川
U
J

」
市
川
可
叫
判
同
相
ハ
イ
ド
ル
ム
、
い
刊
h

l

パ一一

A
5二
五
ー
だ
弘
c

人l
件
て
は
、
布
紋
判
長
に
刈
一
一
る
KF
当
人
叫
ん
ん
吋
ヘ
民
心
規
定
刀
ム
主
性

が
争
わ
れ

ζ
J

ヘ
位
一
情

μ除
古
］
…
u
t
f
F
、
地
以
一
端
1

｛
行
装
問
、
二
一
川
〉
一
リ
〔
山
刊
｝
九
円

（
忠
一
上
級
事
目
制
い
て

i

も
、
正
木
的
に
は
ニ
々
た
が
広
ヨ
汚
上
の
川
市
ど
似
防
）
？
に
し
る
と
い
一
ノ
起
片
山
川
誕
百
さ
れ
7
K
L

る
c

宇
都
府
学
沼
市
下

刊
日
採
に
、
デ
エ
行
進
に

μ一一G
二
次
ソ
点
ぬ
い
や
石
川
口
人
口
主
み
が
予
わ
れ
に
T
山「況
P
岡
山
一
山
花
二
ー
九
小
T

A

司

fJHUM…ι長
七
在
恒
〕
ケ
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八
戸
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、
3

い
一
は
、
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心
恒
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の

i

白
川
以
卜
よ
う
に
説
r
v
J
さ
れ
て
い
る
人
は
七
の
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間
か
な
い
ざ
に
］
己
の

1
1
A
Z｝
民
彩
、
ぶ
に
り
川
凶
に
心
、
去

さ
れ
な
い
低
利
一
、
出
匂
枠
｝
を
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刊
つ
L
〆
ず
れ
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問
、
一
れ
は
f

ソ
ノ
ハ
、
ン
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の
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刊
の
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と
し
て
弘
投
ず
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こ
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）
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9

C

7

一Y
ペ
八
ン

の
川
桂
川
刊
と
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弘
人
が
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日
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に
佐
古
人
つ
？
沙
さ
れ
ず
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に
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的
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L

つ
い
に
そ
り
ゃ
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な
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に
八
f
H

十
九
さ
わ
る
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J
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さ

れ
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権
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あ
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わ
れ
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L
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刀
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が
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ず
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に
ち
f
岸
六
一
れ
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巨
一
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規
定
し
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い
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と
や
憲
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「
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権

主
的
♂
叫
に
件
規
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な
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つ
れ
て
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ニ
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専
M
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二
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一
巾
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同
窓
ノ
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は

J

中
｝
J
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一
帯
凶
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湾
ト
j

る
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権
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U
山
心

T
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に
わ
ん
る
す
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栓
限
を
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町
「
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と
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が
あ
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な
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っ
h
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－
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L
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P

I

つ
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株
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ご
と
w
J
k
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の
わ
伎
L
j
J
－
て
は
人
人
出
i
t
保
涯
に
よ
る
計
約
心
あ
る
h

】
宗
一
ぷ
一
一
る
こ
！
か
で
き
、
一
山
一
止
の
私
市
山
一
町
が
出
家
権
力
じ
い
円
九
二
し
投
稿
さ

れ
v
k
v
る
こ
と
を
F
る
こ
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合
で
ふ
ず
る
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こ
か
り
y
ラ
ィ
ハ
：
ー
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を
等
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山
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こ
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で
き
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J

代
別
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述
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J

て
円
許
M
J（」パ

イ
ク
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山
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記
弘
一
市
タ
取
得

t
～
ロ
校
生
た
J

「

1
3
G町
、
力
不
比
一
日
立
慎
心
措
世
古
子
わ
れ
に
品
松
高
引
山
十
成
年
一
月
九

H
と刷川十
U
h
4

リ
r

J

川
凹
頁
て
は
、
一
川
r
］
法
二
条
日
J

保
障
す
る
出
い
い
わ
れ
れ
止
活
に
お
け
全
刊
正
つ
三

ν
て

F
人
も
州
ハ
ハ
U
児
F
T
収
得
い
み
と
つ
げ
口
引
問
、
全

止
さ
れ
な
い
と
い
ラ
べ
き
で
わ
る
」
L

工
一
）
三
一
～
、
自
動
小
テ
／
ハ

l
一
回
動
説
点
ー
リ
ン
ス
r
ム
（
河
ン
ヌ
ナ
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）
の
～
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わ
れ
八
東

京
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半
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一
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ニ
ベ
汀
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口
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一
吟

7
1

へ

t
u－
－
古
川
、
て
は
、

1

中一L
法
一
矢
は
、
弓
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弘
一
治
l
小
山
い
ー
一
刀
盤
一
察
註
ア
す
の
公
憶
力
引
ノ

h
仰
に
刈
〕
て
も
一
い
護
、
λ

れ
f
u
べ、ごこ
L

E

J
山
に
し
て
れ
り
、
ニ
リ
倒
人
の
私
ぺ
一
山
ト
三
日
山
む
つ
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と
し
て
、
口
人
も
、
ど
の
承
詰
な
v
J
L
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公
栓
刀
ド
よ
っ
て
み
子
り
｝
な
サ
活
に
間
ず
る
い
怖
い
辺
一
ポ
収
生
、
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さ
れ
る
ご
μ

め
な
い
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山
中
一
一
ル
ー
す
る
よ
の
ζ

辞
さ
れ
る
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乙
し
ム
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ー〆一刀
L
、
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で
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条
が
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司
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つ
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。
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刈
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わ
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判
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↓
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す
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＼
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す
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刊
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叫
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一
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句
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れ
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じ
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1
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憲
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仏
裕
一
一
条
の
規
定
か
ら
も
説
ト
得
メ
ω

ご
ろ
で
ふ
一
心
ム
ハ
て
淀

J
C

明
人
の
も
つ
台
装
L
か

i
L
V
L

計
三

ヘ
ソ
山
占
に
刈
〕
て
、
出
，
氷
山
山
迎
唱
な
／
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れ
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